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回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 2021年８月 2022年８月 2023年８月 2024年８月 2025年８月

売上高 （千円） 2,788,407 2,887,909 2,926,578 2,977,195 3,153,453

経常利益又は経常損失（△） （千円） △50,020 7,766 △47,664 16,988 52,779

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △86,869 8,459 △51,328 3,476 41,336

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － －

資本金 （千円） 228,114 271,777 287,703 360,008 511,720

発行済株式総数 （株） 1,907,500 2,072,500 2,159,286 2,670,276 3,741,914

純資産額 （千円） 81,282 176,202 154,252 302,271 653,233

総資産額 （千円） 1,334,319 1,289,114 1,109,187 1,246,599 2,299,493

１株当たり純資産額 （円） 20.43 41.92 35.71 56.60 87.22

１株当たり配当額
（円）

－ － － － －

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は１株当
たり当期純損失（△）

（円） △23.30 2.21 △12.20 0.77 5.52

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
（円） － － － 0.75 5.46

自己資本比率 （％） 5.8 13.5 13.9 24.2 28.4

自己資本利益率 （％） △90.1 6.7 △31.3 1.5 8.7

株価収益率 （倍） － 135.34 － 239.56 65.23

配当性向 （％） － － － － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 60,513 67,687 △19,472 127,867 11,828

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △119,360 △18,472 △45,136 △59,531 △891,723

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 175,840 △77,426 △135,637 29,713 947,802

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 702,584 674,373 474,126 572,176 640,083

従業員数
（人）

170 163 162 170 167

（外、平均臨時雇用者数） (72) (69) (65) (64) (64)

株主総利回り （％） 81.6 72.7 45.1 45.2 87.4

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (123.8) (126.9) (154.9) (184.3) (214.3)

最高株価 （円） 1,109 810 638 1,030 925

最低株価 （円） 640 383 338 292 287

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

（注）１．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社がないため記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第37期及び第39期は潜在株式が存在するものの１株当た

り当期純損失であるため、第38期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

３．第37期及び第39期の株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。第38期及び第40期並びに第41期の配当性向については、無配のため記載しておりません。

４．第37期は、比較指標としてJASDAQ INDEX グロースを使用しておりましたが、東京証券取引所の市場区分見
直しにより、第37期及び第38期の比較指標を配当込みTOPIXに変更しております。

５．最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所JASDAQ（グロース）におけるものであり、
2022年４月４日以降は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第38期の期首から適用してお
り、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
す。

７．2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第37期、第38期、第39
期、第40期、第41期における、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
（△）、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の計算は、第37期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
算定しております。
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年月 事項

1984年８月 有限会社八千代地域新聞社（出資金2,000千円）を設立

1984年９月 「地域新聞」八千代台版を創刊

1987年５月 組織変更し、株式会社八千代地域新聞社（資本金2,000千円）を設立

1988年１月 本社を千葉県八千代市高津488番地２に移転

1988年７月 商号を株式会社地域新聞社に変更

1994年８月 本社を千葉県八千代市八千代台北10丁目23番36号に移転

1997年８月 本社を千葉県八千代市高津678番地２に移転

2007年10月 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に株式を上場

2010年10月 大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統合に

伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）（現　東京証券取引所グロース）に株式を上場

2013年７月 大阪証券取引所と東京証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）に株式

を上場

2014年12月 株式会社東京新聞ショッパー社の発行済株式の全てを取得し連結子会社化し、株式会社ショッパー社に

商号変更

2015年11月 本社を千葉県船橋市湊町一丁目１番１号に移転

2020年11月 本社を千葉県八千代市勝田台北一丁目11番16号に移転

2021年８月 株式会社ショッパー社清算結了

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）からグロース市

場に移行

２【沿革】
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３【事業の内容】

　当社の事業は、「広告関連事業」（新聞等発行事業、折込チラシ配布事業及び販売促進総合支援事業）及び「不動

産事業」並びに「その他の事業」により構成されております。

　なお、次の三つの事業は「第５　経理の状況　１　財務諸表等　（１）財務諸表　注記事項」に掲げるセグメント

の区分と同一であり、それぞれの事業の内容は次のとおりであります。

　また、当事業年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は「第５　経理の状況　１　財務諸表等　

（1）財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

１．広告関連事業

(1）新聞等発行事業

　当社が発行する「ちいき新聞」は購読料のかからない地域情報紙（以下「フリーペーパー」という。）であり、

当社は「ちいき新聞」紙上に発行エリア（版、注１）ごとの地域のイベント、社会、文化、スポーツ等に係る身近

な情報（記事）を載せ、毎週継続的に発行しております。当該事業は紙面に掲載する広告枠を販売し、かつ、当該

広告を当社が制作し配布する一連のサービスの対価を当該顧客から収受する事業であります。その広告枠は、５か

所の事業所（八千代支社、成田支社、船橋支社、千葉支社、柏支社）の営業担当者が広告主に直接販売する場合

と、広告代理店を経由して販売する場合があります。その他にも、当社が発行する求人情報紙「Happiness」の発

行事業がございます。当該事業は「ちいき新聞」とは別に求人広告紙を制作し、当該サービスの発行スケジュール

に則り継続的に発行しております。「Happiness」の紙面に掲載する求人広告枠を販売し、かつ、当該広告を当社

が制作し「ちいき新聞」に折込配布する一連のサービスの対価を当該顧客から収受する事業であります。その広告

枠は、「ちいき新聞」と同様に５か所の事業所の営業担当者及び「Happiness」の販売専門部署の営業担当者が広

告主に直接販売する場合と、広告代理店を経由して販売する場合があります。

　当社は行政区画と広告主の商圏を考慮し、「ちいき新聞」の１発行エリア（版）当たりの標準世帯数を４万世帯

前後としており、当該前提に従って当社の事業エリアである千葉県（主に千葉県北西部地域を中心として）、茨城

県（主に茨城県南西部を中心として）を40版に細分し、１発行当たり約174万部（2025年８月31日現在、注２）の

「ちいき新聞」を発行しております。このため、広告主は広範囲を対象にした広告から、地域を限定したピンポイ

ントの広告まで、販売促進対象エリアの広さを柔軟に変えることができます。「Happiness」におきましては、

「ちいき新聞」の配布エリアを15エリアに分割し、各エリアで約10万部発行し「ちいき新聞」に折込配布しており

ます。

　なお、「ちいき新聞」及び「Happiness」の印刷作業は印刷会社に全て委託しております。また、「ちいき新

聞」及び「Happiness」の配布方法は、原則として戸別配布員（ポスメイト、注３）によって構成される当社独自

の配布組織を組成及び活用し、一般の新聞を購読していない家庭にも戸別配布しております。

［事業系統図］
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(2）折込チラシ配布事業

　折込チラシ配布事業とは、当社が発行する「ちいき新聞」にチラシを折り込んで配布する事業であります。チラ

シはあらかじめ顧客が制作して当社に持ち込むケースと、当社が顧客の依頼を受けて制作まで請負うケースがあり

ますが、チラシの制作を顧客から請負う場合、その制作請負に係る売上高は後述の販売促進総合支援事業売上高と

して計上いたします。

　また、当社は折込チラシの配布エリアを500から1,000世帯単位に細分しており、「○○町だけ配布」といった地

域を限定したものからより広範囲を対象にしたものまで、広告主のチラシ配布エリアに係るニーズにきめ細かく対

応した配布が可能となっております。

［事業系統図］

(3）販売促進総合支援事業

　販売促進総合支援事業は、行政機関の刊行物制作・配布の受託や、前述の新聞等発行事業や折込チラシ配布事業

の領域に属さない販売促進関連業務（展示会等の広告イベントの企画及び運営、配布チラシやポスターの編集及び

制作、店舗ディスプレイ計画の立案等）を通じて、広告主の様々な販売促進活動を支援する事業であります。

［事業系統図］

２．不動産事業

　不動産事業は、千葉県市川市に所有する賃貸マンション及び、賃貸土地の不動産賃貸事業を運営しております。

３．その他の事業

　その他の事業として、当社WEBサイト「チイコミ！」の運営、教養、趣味及び娯楽等を顧客に教授し入会金及び

受講料を収受するカルチャースクール運営事業、当社加盟基準を満たした優良な外壁塗装工事等の業者をお探しの

依頼者に紹介するマッチング事業、地域性のある商品を販売する通信販売事業等を展開しております。また、セグ

メント媒体の需要の高まりを背景に、小中学校向けキャリア教育支援副教材『発見たんけん』の発行エリアを拡大

しているほか、高校生向け就活支援冊子『Start!』、大学生向け就活支援冊子『Overture』を発行しております。

さらに、「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる広告効果最大化技術」に関する特許を出願し、実証実

験を開始しております。本特許は、消費者行動ビッグデータ基盤と生成AI技術を融合することで、広告領域にとど

まらず、将来的に無限の拡張性を有しており、幅広い業種におけるダイレクトセールスやダイレクトマーケティン

グなど多様なソリューションへの応用を目指しております。

（注）１．「ちいき新聞」の発行に係る最小単位であります。

２．「ちいき新聞」2025年８月29日発行号に係る発行実績であります。

３．「ちいき新聞」を戸別配布する要員の呼称であります。地域在住の方に配布委託を行っております。
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４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

2025年８月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

167 （64） 40.5 8.5 4,339

セグメントの名称 従業員数（人）

広告関連事業 130 （54）

不動産事業 1 （－）

報告セグメント計 131 （54）

その他の事業 8 （8）

全社（共通） 28 （2）

合計 167 （64）

当事業年度

補足説明
管理職に占め
る女性労働者
の割合（％）
 （注）１．

男性労働者の
育児休業取得
率（％）
 （注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）３．

全労働者
正規雇用労働
者

パート・有期
労働者

18.5 － － － － －

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

（注）１．従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者数（パートタイマー）の平均雇用人員

（８時間／日　換算）を記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(3）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）の規定に基づき算出したもので

あります。

２．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定による公表義務の対象では

ないため、記載を省略しております。

３．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）の規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）会社の経営の基本方針

　当社の経営理念は、「人の役に立つ」であります。以下は、当社の経営理念付帯文からの抜粋であります。

①働く人達の役に立つ　豊かな生活と生きがいを生み出す場を確保し続ける

②地域社会の役に立つ　お客様・読者・業者・社会に喜ばれる事業を行い続ける

人がこの世に生まれ、生きて行く上でいつも心がけるべきは、

自分以外の人のために自分を役立たせることである。

会社とはこのことを実践するための最高の手段であり、舞台である。

このことから会社とは広義において奉仕活動である。

ゆえに会社は理念に基づき活動の範囲を広げる努力をし続けなければならない。

つまり、成長と拡大を行い続ける義務と責任があるのである。

この理念のもとに全情熱を傾けて事業を行うことは大いなる善であると確信する。

　また、当社のミッションは「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」であります。

日々の暮らしの中に、出会い・発見・感動を提供し、それらが分かち合われ生まれる絆によって、人が人を・人が

地域を慈しむ社会を創ってまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は時価総額の増大に向け、超過利潤を実現いたします。具体的には経営における資本生産性と資本コストの

関係においてROICがWACCを上回る状態で、EVA（Economic Value Added: 経済的付加価値）を重要な経営指標とし

て採用いたします。この状態を維持し続けることで成長するほどに企業価値を増大していく複利の経営を実践して

まいりますが、現時点では盤石な経営基盤を構築するフェーズにあると認識しているため、同時に売上高・売上総

利益率・EBITDAを重視する経営指標といたします。売上高は当社のサービスにどれだけのニーズがあるかの指標だ

と考えており、特に額の伸張を重視してまいります。売上総利益率については数あるビジネスの中でも非常に高い

水準であるため、売上高が伸びるほどに利益が拡大しやすいレバレッジの効いた収益構造となっております。

EBITDAについては現時点で最も重視している指標と位置付けており、将来のための必要な投資を積極的に行いつつ

も、足元の事業における利益を可視化して着実に伸ばしてまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、「人の役に立つ」を経営理念とし、価値ある情報を届けて地域と一人ひとりに豊かさと感動を創り出す

べく、広告関連事業を軸に事業活動を行なってまいりましたが、創業41年で培った当社のアセット（企業資産）に

改めて光を当てて企業価値を再定義しております。その上で、当社にはない事業やサービスを提供している会社と

手を携え、リソースはそのままにアセットの提供を通じて新サービスを創出する「アセット活用型シーパワー・ス

トラテジー」で非連続な成長を目指してまいります。

(4）経営環境

　当社の属するフリーペーパー・フリーマガジン市場は、媒体及びターゲットの多様化が進んでおりますが、紙媒

体だけでなくインターネット広告との価格競争が恒常化するなど、依然として厳しい経営環境が続いております。

　今後の当社の経営環境につきましては、「人の役に立つ」という経営理念のもと、コア事業による安定収益を確

保しながら「アセット活用型シーパワー・ストラテジー」で新規事業や新価値を創造いたします。さらに、生成AI

を中心とした最新技術を掛け合わせることで、既存のビジネスの枠組みを変え、他社を寄せ付けない新しい市場

（ブルーオーシャン）を切り開いてまいります。
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(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社は、自社で発行するフリーペーパー「ちいき新聞」紙面に掲載する広告枠を販売し、かつ、当該広告を自社

で制作して、一連のサービスの対価を顧客から収受する「新聞等発行事業」をはじめ、「折込チラシ配布事業」や

「販売促進総合支援事業」等の広告関連事業を主たる事業と位置づけ、千葉県を中心に地域密着型の事業展開を行

ってまいりました。

　中長期的な企業価値向上に向けては、2024年２月に経営体制を刷新し、同年６月に新たな成長戦略「Strategic 

Plan」を発表しております。今後はこの「Strategic Plan」に基づき、前述の広告関連事業を主たる事業としなが

らも、当社が持つアセットに光を当てることで企業価値を再定義し、そのアセットを活用した他社とのアライアン

スによって非連続的な成長を目指す「シーパワー・ストラテジー」への転換を掲げ、以下の取り組みを行ってまい

ります。

①コア事業による安定収益の確保

　当社における新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業は、安定収益確保の点において最も重要な事業でありま

す。新聞等発行事業のうち「ちいき新聞」の発行事業では、広告効果の向上を目的とした営業の分業化を実施し、

営業活動の効率と顧客単価を高め利益を最大化させることに注力しております。また、2024年８月末に株式会社中

広（以下「中広」という。）が展開しているボランタリー・チェーン方式による加盟契約（以下「VC」という。）

を締結し、全国1,300万世帯の媒体ネットワークを活用できるようになりました。今後は全国を商圏としているナ

ショナルクライアントの開拓や配布エリア外の店舗も含めた総合販促提案に注力し、新聞等発行事業の売上を飛躍

的に向上させてまいります。折込チラシ配布事業につきましては、質の高い配布網及び高到達率を維持しつつ、よ

り積極的な営業活動を実行し、さらなる増収を目指しております。

②上場維持基準の適合

　当社の2025年８月末時点におけるグロース市場の上場維持基準の適合状況は、「時価総額」について約26億円と

適合しておりません。上場維持基準の充足に向けた取り組みとして、アセットを活用した他社との戦略的アライア

ンスによる非連続な成長や情報資産の価値向上を目的とした生成AIの利活用を進め、実現化に向けたアドバイザリ

ーボードを組成いたしました。戦略的アライアンスにおいては、中広が展開するVCをはじめとする全国媒体ネット

ワーク連携、株式会社ツナググループ・ホールディングス（以下「ツナググループ」という。）との業務提携、ブ

レイブ少額短期保険株式会社との業務提携関連による受注額がホッケースティック曲線を描いて急速に拡大してお

り、引き続き提携企業とのシナジーを最大限に生かすことで、さらなる売上増加と企業価値の向上を目指してまい

ります。

③新規事業と新価値の創造

　フリーペーパー市場全体が縮小していく中でも成長していくために、「配布エリア内の地域活性化」と「配布エ

リア外のマーケットとの接続による非連続な拡大」の両軸で新価値を創造しております。顧客ニーズが高まってい

るヒューマンリソース事業においては、WEB媒体を主軸に年間6,000社の求人を扱っているツナググループとの業務

提携により、配布エリア内のあらゆる業種・業態の企業との関係性が強化された上、紙とWEB両方のメディアを活

用した情報発信が可能となりました。このようなお互いの強みを掛け合わせたアライアンスを数多く推進すること

で、１＋１が２ではなく３にも４にも、あるいはαやβのような全く別の価値を創造してまいります。

　また、「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる広告効果最大化技術」に関する特許申請の出願を完了

しており、本技術を広告のみならず、あらゆる業種に対するダイレクトセールス、ダイレクトマーケティングな

ど、さまざまなソリューションに応用することを目指しております。

④財務基盤の安定

　当社の描く成長戦略を着実かつ、スピード感を持って実行するために、健全な財務状態を保つことは必須と捉え

ております。業績面で盤石な利益体質を築き上げることはもちろんですが、財務基盤の強化と成長戦略を推し進め

るための資金調達も必要不可欠であります。今後も、株主様に配慮した資本増強と金融機関等からの資金調達を考

慮しながら、財務基盤の強化に努めてまいります。
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指標 男性 女性

従業員の男女比 44.9％ 55.1％

管理職の男女比 81.5％ 18.5％

２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社は「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」をミッションに掲げ、持続可能で豊かな社会の実現

に向けて、地域社会の繋がりを強固にするために必要な情報インフラを構築し、平等に生活範囲内の地域情報を届け

る仕組みを提供することで、持続的成長と企業価値向上の実現を目指しております。

(1）ガバナンス

　当社は、経営理念及びサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針などを効果的に実現し、中

長期的な企業価値の向上を目指した経営を推進する基盤として、コーポレート・ガバナンス体制の構築とさらなる

高度化に取り組んでおります。また、取締役会においてサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、適切な

組織運営に努めております。

　詳細は、「第４［提出会社の状況］４［コーポレート・ガバナンスの状況等］（１）［コーポレート・ガバナン

スの概要］」をご参照ください。

(2）戦略

　当社の持続的な成長や事業価値の向上において、人材は最も重要な経営資源であると考えております。当社が考

える人的資本経営とは、「人を犠牲にしない」経営です。「何のためにここで働いているのか」という問いに対

し、「地域新聞社で働いている自分のことが好きだから」と答えられる状態を理想としています。「もしお金と時

間に余裕があれば、本当は他のことがしたい」と思うのであれば、それは自分の人生を犠牲にしていることになり

ます。お金や生活のためではなく、一人一人が自らの人生や幸せのために働ける、やりがいのある環境づくりに努

め、エンゲージメント向上をイノベーション創出の原動力としてまいります。また、育児や介護等でキャリアが寸

断されがちな社員、特に女性社員がキャリアを継続し、キャリアアップを目指しやすい仕組みづくりを行ってお

り、具体的には、フレックスタイム制度や時間有給制度を始めとした諸制度の導入、テレワーク推奨等、ワークラ

イフバランスを実現できる柔軟な働き方を構築しております。人材に対する成長支援については、自身の役割を全

うするだけでなく、地域社会と会社を継続発展させる人材を後押しすることを方針としております。

(3）リスク管理

　当社は、内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを取りつつ持続的成長による

企業価値の向上を目指し、「リスク管理規程」に基づき、内部統制実務責任者及び各部門長により構成される「内

部統制委員会」を設置しており、リスクを網羅的に把握・管理する体制を構築しております。

(4）指標及び目標

　当社では、上記「（2）戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の成長支援に関する方針及び社

内環境整備に関する方針に基づきさまざまな取り組みを行っておりますが、女性管理職比率について一定の目標値

を設定することが企業価値向上に直結するかという点においては確証を持てておりません。よって、目標値は定め

ず、現状報告として実績のみ開示いたします。

当社事業年度実績
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３【事業等のリスク】
　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性に係る事項を記載しております。また、当社として必
ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と
考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これらのリス
クの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に係る投資
判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。また、以
下の記載は本株式に対する投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点ご留意ください。
　なお、文中における将来に係る事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）当社の事業について
①　広告関連市場の動向の影響について

　当社が展開する事業のうち、広告関連事業である新聞等発行事業、折込チラシ配布事業及び販売促進総合支援
事業の３事業の合計売上高が当社の総売上高に占める割合は、2020年８月期において94.6％、2021年８月期にお
いて93.4％、2022年８月期において94.2％、2023年８月期においては95.0％、2024年８月期においては94.9％、
2025年8月期においては94.0％をそれぞれ占めております。
　景況の悪化に伴う広告需要の減少によりもたらされる当社の事業、業績又は財政状態への悪影響を軽減すべ
く、当社は特定の業種及び企業規模に偏らない顧客開拓や、広告関連市場と関連性が薄い事業の育成を検討して
おりますが、当社のこれらの対応が不十分である場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響が及ぶ可能
性があります。

②　競合について
ａ．新聞等発行事業に係る競合について

　フリーペーパー市場は、WEBやSNSを始めとした広告媒体の多様化により、成長期から成熟期へ移行したと考
えられ、2025年８月31日現在において当社が主たる商圏としている千葉県下においても競合紙（誌）は多数あ
り、当該競合紙（誌）間において激しい競争が行われております。また、今後、編集や配布のノウハウを有す
る新聞社及び出版社等や、豊富な事業資金を有する異業種の事業者がフリーペーパー市場に参入してくる可能
性もあります。
　当社は独自のフリーペーパー編集方針、発行エリア（版）設定方針及びフリーペーパー配布方針を堅持する
ことにより、フリーペーパー市場における当社の競争優位性を確保していく所存であります。
　しかしながら、今後、当社が事業を展開するエリアにおいて競合紙（誌）がそれらと同様の方針を採用した
場合には、当社がそのような競争優位性を継続的に確保できるとは限らず、万が一、当該事業に係る競争優位
性が失われた場合には当社の継続的な事業拡大が阻害され、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす
可能性があります。

ｂ．折込チラシ配布事業及び販売促進総合支援事業に係る競合について
　折込チラシ配布事業及び販売促進総合支援事業についても、現在、それぞれが属する市場の成長率は鈍化し
ており、両事業とも競合者は少なくなく、2025年８月31日現在において当社が主たる商圏としている千葉県下
においても激しい競争が行われております。
　当社は、企画力や提案力を背景としたサービス品質の一層の向上、きめ細かな営業活動の展開等を通じてそ
れらの市場における競争優位性を確保していく所存であります。しかしながら、今後、当社が事業を展開する
エリアにおいて、当社がそのような競争優位性を継続的に確保できるとは限らず、万が一、当該事業に係る競
争優位性が失われた場合には当社の継続的な事業拡大が阻害され、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を
及ぼす可能性があります。

③　「ちいき新聞」の発行遅延、不発行等について
　当社が発行するフリーペーパーである「ちいき新聞」は、広告掲載の申込から紙面制作及び印刷を経て、当該
新聞の配布を完了するまでに１週間を要しております。このうち、ほぼ内製化された紙面制作までの過程におい
ては業務管理システムのバックアップ（注１）、制作環境（注２）の統一等、考えられる範囲において紙面制作
上起こり得るトラブルを想定し、その回避策を講じておりますが、紙面制作完了までの期間において当社や制作
に係る一部外注先のシステムサーバ（バックアップ分を含む。）に回復困難なトラブルが発生し、又は当社や制
作に係る一部外注先が異常気象、震災等の大規模な自然災害や事故等、当社が予測し得ないトラブルに見舞わ
れ、かつ、速やかな復旧が困難である場合には、結果として「ちいき新聞」の発行遅延、不発行、配布遅延又は
未配布という事態が惹起される可能性があります。
　また、当社は「ちいき新聞」の印刷や配布を外注先にそれぞれ完全委託しており、これらの委託先が異常気
象、震災等の大規模な自然災害や事故等、当社が予測し得ないトラブルに見舞われ、かつ、速やかな復旧が困難
である場合には、「ちいき新聞」の発行遅延、不発行、配布遅延又は未配布という事態が惹起される可能性があ
ります。
　このように、「ちいき新聞」の制作から配布完了までの期間において前述のような事態が発生すれば、当社に
対する広告主や読者の信頼が大きく損なわれ、その結果として広告収入の減少等を招来するおそれがあり、その
ような場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
（注）１．業務管理システムのバックアップの主な内容については、「(3）⑦　業務管理システムについて」の

記載内容をご参照ください。
２．紙面の制作環境とは、当社の編集部において「ちいき新聞」に掲載する広告や報道記事を制作及び編

集するための一連のハードウエア及びソフトウエア並びにその有機的なつながりを指しております。
また、制作環境の統一とは、編集部内において各人の制作環境を統一することをいいます。
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④　印刷代及び印刷用紙の調達価格の変動について
　「ちいき新聞」の原材料である印刷用紙の調達については、当社の新聞印刷の依頼先である印刷業者を通して
調達先（メーカー）から仕入れており、印刷代及び印刷用紙を複数の印刷業者から総合的に比較検討すること
で、安定的な印刷用紙の確保と最適な調達価格の維持に努めております。しかしながら、製紙原料価格の予想外
の変動等により印刷代及び印刷用紙の調達価格が今後高騰した場合には、紙媒体の発行を主たる事業とする当社
の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2）法的規制等について
①　広告関連事業に係る法的規制等について

　当社の広告関連事業（新聞等発行事業、折込チラシ配布事業及び販売促進総合支援事業）には事業そのものに
係る業法規制こそないものの、様々な法的規制が設けられております。
　これらを直接規制する主な関連法令としては、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、知的財産権
法、著作権法、商標法、公職選挙法等が挙げられ、また、薬事法、宅地建物取引業法、特定商取引に関する法律
等のように、顧客の業種等に係る規制法令が間接的に当社の広告関連事業を規制する例も少なくありません。さ
らに、「ちいき新聞」や配布するチラシ等に掲載する広告の方法や内容等については、広告主、当社ともに前述
の法令以外に各業界団体の自主規制が存在する場合があります。
　当社は、新聞等発行事業において報道記事を制作及び掲載する際には、当社が制定した取材及び編集業務用マ
ニュアルの規定に従って記事の執筆、紙面の編集及び制作を行い、事実を正確に、偏ることなく読者に伝えるよ
う努めるとともに、第三者の知的財産権を侵害し、又は公職選挙法等の法令に抵触する内容の記事とならないよ
う、細心の注意を払っております。また、新聞等発行事業、折込チラシ配布事業及び販売促進総合支援事業にお
いて広告を制作し、当該広告を「ちいき新聞」紙面やチラシに掲載するに際しては、当社が制定した広告掲載基
準や校閲校正業務用マニュアルの規定に従って広告の制作及び校閲、校正を実施することにより、前述の法令や
自主規制に係る違反や第三者の知的財産権の侵害に係る未然防止に努めております。
　しかしながら、「ちいき新聞」紙面に万一事実と異なる内容や、読者に混乱や誤解を与える表現を含む記事や
広告が掲載された場合、又は第三者の知的財産権を侵害したり、前述の法令や自主規制に抵触する内容の記事や
広告が掲載された場合には当社は社会的信用を失い、訴訟を提起され、又は何らかの行政処分等を受ける等の事
態が惹起される可能性があり、その場合には当社に対する広告主や読者の信頼が大きく損なわれることによる広
告収入の減少等並びに当該訴訟等の動向又は結果が、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性が
あります。
　また、昨今の社会情勢の変化等に応じて前述の規制法令を始めとする各種法令や自主規制の強化、改正又は解
釈の変更等が行われた場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　その他の事業に係る法的規制等について
　カルチャースクール運営事業については、事業を規制する法令等は特に見当たらないものの、当該事業を展開
する事業者として、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）等の一般法令の規制の適
用を受けております。
　通信販売事業については、景品表示法、ＪＡＳ法、特定商品取引法及び個人情報保護法などによる法的な規制
を受けております。
　また、昨今の社会情勢の変化等に応じて前述の規制法令を始めとする各種法令の強化、改正又は解釈の変更等
が行われた場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3）当社の経営について
①　「ちいき新聞」の発行エリア（版）の展開及び撤退の方針について

　当社は、一定の発行エリア（版）ごとに「ちいき新聞」を発行しており、2025年８月31日現在において、「ち
いき新聞」は５支社の下に40の発行エリア（版）が存在しております。
　なお、発行エリア（版）を新設した場合、並びに発行エリア（版）を新設する際に営業拠点となる事業所を新
設した場合、継続的な営業活動を実施し当該発行エリア（版）単独の収益性の向上に努めております。しかしな
がら、紙面の印刷や配布に係る費用や事業所の開設費用等を回収し、黒字化するまでに期間を要することもあ
り、当該期間においては、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
　また、当該発行エリア（版）において、人口減少等の地域特性の変化が起こり当該発行エリア（版）単独の赤
字が想定以上の期間にわたり継続した場合、また、当該事態において新聞等発行事業から撤退を判断した場合、
当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　広告媒体の多様化への対応について
　当社が発行する「ちいき新聞」は、読者の生活に密着した地域の情報を伝え、広告主にとっては細分化された
比較的狭小な発行エリア（版）の中から広告掲載エリアを任意に選択して機動的な広告戦略を採ることができる
というメリットを有していることから、当社は今後も紙媒体であるフリーペーパーの発行を継続していく方針で
あります。
　一方、近年においては電子広告等の新たな広告媒体の発展が著しく、今後は当社の新聞等発行事業対象地域の
拡大に合わせ、紙媒体である「ちいき新聞」とは別に、インターネット等の電子媒体を通じた事業対応を実施す
る必要があるものと認識しており、「チイコミ！」において電子広告を行っておりますが、後発電子媒体に対し
て当社が当該対応のタイミングを逸した場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。
　また、今後インターネット等の電子媒体の急速な発展が紙媒体の価値を相対的に低下させ、「ちいき新聞」の
読者及び広告主が結果として減少した場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響が及ぶ可能性がありま
す。
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③　人材の獲得及び育成について
　当社の従業員数は2025年８月31日現在において167名（臨時従業員64名を除く。）となっております。また、
当社の従業員の平均勤続年数は、2025年８月31日現在において8.5年と短いものの、これは今後の事業拡大に備
え新規採用及び中途採用をもって従業員の確保を積極的に図っている結果であり、現時点において人員は充足し
ているものと考えております。
　当社は、当社の事業成長を継続するために、今後も着実に人材を確保及び育成していく予定でありますが、人
材の確保及び育成が質量両面において事業の成長スピードに追いつかない場合には、当社の事業、業績又は財政
状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　知的財産権について
　当社が保有する知的財産権は、登録済み商標権８件（出願中１件）並びに当社が制作した報道記事及び広告の
内容に係る多数の著作権であります。また、2025年７月８日付けで、情報処理システム（生成AIを活用した心理
状態デジタルツインによる広告効果最大化技術 ）に関する特許を出願いたしました(出願番号：特願
2025-114822)。現在のところ、その他に当社の事業分野において他者に先駆けて特許申請を行わなければならな
い技術等は存在いたしません。
　なお、登録済の商標権の一つである「ちいき新聞」については、その商標登録が完了しているか否かにかかわ
らずこれが無断で使用され、広告主や読者の当社に対する信用が損なわれるような内容の記事や広告が掲載され
た場合、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　個人情報等の管理について
　当社は、広告掲載等に係る営業活動を通じて、また、報道記事の取材活動を通じて、顧客情報を始めとする
様々な個人情報を入手する機会があります。そこで、当社は、個人情報保護法の規定の趣旨に鑑みて、情報管理
の観点から、個人情報の厳正な管理及び漏洩防止手続を定めた個人情報保護関連規程を制定し、加えて当社の全
ての役員、従業員及び臨時従業員との間においては機密保持に係る誓約書を個別に締結する等、個人情報の保護
並びに個人情報漏洩の未然防止に努めております。
　さらに、当社は、当社の個人顧客、役員及び従業員の個人情報をも含めた重要な業務管理情報についてＩＤ及
びパスワードによって管理するとともに、インターネットを通じた外部からのアクセスによる情報流出の防止策
を採用しております。
　しかしながら、このような対策をもってしても個人情報を含むそれらの重要情報に係る社外漏洩を防止でき
ず、当該情報漏洩に起因して第三者に何らかの損害が発生した場合には、当社が損害賠償請求の対象となる可能
性があります。また、当社の情報管理体制に係る良くない風評が発生し、当社の事業、業績又は財政状態に悪影
響を及ぼす可能性があります。

⑥　ソーシャルメディアについて
　当社は、事業活動やブランド価値の向上を目的として、複数のソーシャルメディアアカウントを運用しており
ます。しかし、ソーシャルメディア上での情報発信や外部とのコミュニケーションにおいては、投稿内容の誤解
や不適切な表現、第三者とのトラブル、あるいは情報漏えい等が発生した場合、当社の社会的信用や企業価値に
影響を及ぼすおそれがあります。また、ソーシャルメディア上での風評拡散や誤情報の流布により、当社のブラ
ンドイメージや事業活動に悪影響を及ぼす可能性もあります。
　当社はこれらのリスクを低減するため、アドバイザリーボードの白井 邦芳氏の監修の下、ソーシャルメディ
ア運用に関する行動指針を定めた「コミュニティガイドライン」を2025年6月6日に改定・施行し、当社ウェブサ
イト上に公開しております。ガイドラインに基づき、会社管理のソーシャルメディアアカウントを整理したうえ
で、適正な権限管理と運用体制のもとで管理を行っております。今後も継続的にガイドラインの見直しと従業員
教育を行い、健全な情報発信体制の維持・向上に努めてまいります。

⑦　業務管理システムについて
　当社は業務管理システムを保有しており、当該システム内に、当社の個人顧客、役員及び従業員の個人情報及
び取引先等に係る法人基本情報等を蓄積しております。また、当社は、事業の推進に欠かせない各種の管理業務
を当該システムによって行っており、当社の業務効率は当該システムに大きく依存しております。
　そこで、当社は、不測の事態（アクセスの急増等による一時的な負荷増大に伴うシステムダウン、異常気象、
震災等の大規模な自然災害や事故等に伴う停電、故障等）によりこれらの業務管理システムが稼動しているそれ
ぞれのサーバが停止し、又はサーバ上に蓄積されたデータが失われることにより当社の業務の遂行に支障を来た
さないよう、一定のセキュリティレベルを実現し、かつ、無停電電源装置を備えたサーバ専用室にアプリケーシ
ョンサーバとデータベースサーバを２台ずつ格納して並行運用するとともに、データの日次バックアップ、バッ
クアップデータの分散型格納を実施する他、サーバの外部委託等考えられる範囲において起こり得るトラブルを
想定し、その回避策を講じております。
　しかしながら、そのような当社の施策が不十分である場合又は当社の現在の対応では係る影響を十分に軽減で
きない場合には、当社の事業、業績又は財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）感染症の流行による影響について
　新型コロナウイルス感染症のような社会及び経済活動に重大な影響を及ぼす感染症が流行した場合、緊急事態
宣言の発令や外出制限等により、広告出稿の減少及び折込チラシの減少並びに当社が提供するサービス等の利用
者が減少し、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の
概要は次のとおりです。
①　財政状態及び経営成績の状況

　当事業年度において、当社は成長戦略「Strategic Plan」を掲げ、アライアンスを中心とした新たな取り組みに

力を入れ、黒字体質をより強固にいたしました。当事業年度における売上高は3,153,453千円（前期比105.9％）、

経常利益は52,779千円（前期比310.7%）、当期純利益は41,336千円（前期比1,189.1%）と、大幅な増収増益を達成

し、明確に業績トレンドが転換した期となりました。前事業年度での黒字転換を経て、「Strategic Plan」のもと

で進めてきた各種の取り組みが、いよいよ具体的な成果として確認できるステージへ移行したことを示していま

す。これは、オペレーティングレバレッジが発揮されやすい収益構造を背景に、生産性向上が顕著に表れたもので

す。

　当事業年度においては、コアビジネスにおける業績を短期的かつ確実に向上させるため、各事業拠点のマネジメ

ントに取締役、執行役員及びエリア事業本部副本部長を配置して利益の創出に努めてまいりました。同時に、事業

成長及び当社認知度の向上を目的とした積極的な先行投資を継続して行い、株価向上への対策も並行して行ってま

いりました。黒字化にこだわり、様々なアクションプランを実行した結果、営業利益以下の黒字化を達成しており

ます。さらに、戦略的アライアンス関連受注額はホッケースティック曲線を描くように急速に拡大し、『地域みっ

ちゃく生活情報誌®』のVC加盟などの全国媒体ネットワークとの連携による『ちいき新聞』配布エリア外での広告

展開、ツナググループ・ホールディングスとの業務提携による求人メディア掲載、ブレイブ少額短期保険株式会社

等との業務連携関連の広告掲載が大きな成果を上げています。当社は引き続き、保有するアセット（約174万世帯

への配布網、約60,000人の読者とのインタラクティブな関係性、約2,500人の配布スタッフ、年間約7,000社の取引

企業等）を活用した他社との事業アライアンスによる新サービスの創出、いわゆるシーパワー・ストラテジーへの

転換を推進し、社内体制の構築やアライアンス先企業及びアライアンス候補企業との間でアセット活用方法の策定

に取り組んでおります。

　広告関連事業全体におきましては、集客のための広告需要は引き続き高く、手法は多様化しているものの回復傾

向が続いております。

　新聞等発行事業のうち「ちいき新聞」の発行事業におきましては、2025年８月末現在で、２県40エリアで40版を

発行、週間の発行部数は約174万部となりました。2025年４月に「ちいき新聞」の紙面リニューアルを行い、読者

との双方向コミュニケーションを促進するコンテンツを拡充するとともに、読者層の拡大とアセットの価値向上に

取り組んでおります。あわせて、記事広告をはじめとする新たな広告メニューを展開し、広告単価の上昇と新規顧

客開拓による顧客基盤の拡大を目指しております。また、事業拠点のマネジメントの強化が実を結び始めており、

提案の質の向上が取引規模の拡大につながっております。当事業年度では修理業、買取業、保険業、セミナー告知

といったセグメントが好調に推移しました。その他にも、小学生・中学生向けのキャリア教育副教材「発見たんけ

ん」、筑波大生と優良企業をつなぐ就活情報誌「Overture（オウバチャー）」、子育て支援情報誌「まま・ここっ

と®」、求人情報紙「Happiness」等、「ちいき新聞」以外の媒体の発行も増やし、利益創出に努めております。

「Happiness」は株式会社ツナググループ・ホールディングスとの業務提携により好調に推移しておりますが、さ

らに成長スピードを加速するべく新たなフェーズの業務提携方法を模索しております。

　折込チラシ配布事業におきましては、それぞれの地域にカスタマイズされた独自の地図情報システム（GIS）を

活用することにより、広告主の顧客ターゲットが明確となり効率的かつ広告効果の最大化を図るサービスを実現し

ております。当事業年度におきましては、主に不動産業、冠婚葬祭業、リフォーム業、スクールなどの業種が好調

に推移しており、選挙における各政党からの折込需要も増加しております。今後の施策といたしましては、これら

拡大する需要に対応するための発注システム導入を予定しております。

　販売促進総合支援事業におきましては、「ちば市政だより」の配布業務受託を中心とした行政自治体の刊行物制

作・配布の受託だけでなく、組織体制の強化を行ったことで受託できる案件数が着実に増加しております。また、

ショッピングセンターにおけるイベント企画・運営についても実績をもとに取引が拡大しています。その他にも、

VC加盟企業と連携した全国フリーペーパーへの折込提案によりナショナルクライアントとの取引も増えてきており

ます。

　その他事業につきましては、「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる広告効果最大化技術」に関する

特許を出願し、実証実験を開始しております。本特許は、消費者行動ビッグデータ基盤と生成AI技術を融合するこ

とで、広告領域にとどまらず、幅広い業種におけるダイレクトセールスやダイレクトマーケティングなど多様なソ

リューションへの応用が可能であり、将来的に無限の拡張性を有しています。

　セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容につきましては、後記「③生

産、受注及び販売の実績」及び「第５　経理の状況　１　財務諸表等　（1）財務諸表　注記事項（セグメント情

報等）」に記載のとおりであります。
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事業別
当事業年度

（自　2024年９月１日
至　2025年８月31日）

前年同期比（％）

広告関連事業（千円） 802,855 －

不動産事業　（千円） 5,682 －

その他の事業（千円） 103,817 －

合計（千円） 912,355 －

事業別
当事業年度

（自　2024年９月１日
至　2025年８月31日）

前年同期比（％）

広告関連事業（千円） 2,965,779 －

不動産事業　（千円） 11,405 －

その他の事業（千円） 176,268 －

合計（千円） 3,153,453 －

②　キャッシュ・フロー状況
　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、67,907千円増加し640,083千円
となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
a．営業活動によるキャッシュ・フロー
　当事業年度末において営業活動の得られた資金は、11,828千円となりました。これは、主に税引前当期純利益
45,938千円、売上債権の増加96,478千円、未払消費税等の減少18,085千円、仕入債務の増加51,035千円、減価償却
費35,327千円によるものであります。

b．投資活動によるキャッシュ・フロー
　当事業年度末において投資活動の結果使用した資金は、891,723千円となりました。これは、主に有形固定資産
の取得による支出1,043,087千円、投資有価証券の取得による支出233,627千円、定期預金の払戻による収入
200,000千円、投資有価証券の売却による収入195,264千円、によるものであります。

c．財務活動によるキャッシュ・フロー
　当事業年度末において財務活動の得られた資金は、947,802千円となりました。これは、主に長期借入れによる
収入726,000千円、新株予約権の行使による収入298,087千円によるものであります。

（資本の財源及び資金の流動性について）
　当社の資金需要のうち主なものは、当社の成長を維持するために将来必要な設備投資資金及び運転資金でありま
す。これらの資金需要に対して当社では、自己資金、金融機関からの借入、増資といった資金調達方法の中から諸
条件を総合的に勘案し、最も合理的な方法を選択して調達する方針であります。当事業年度におきましては、金融
機関より設備投資資金として625,000千円の調達を行いました。
　なお、当事業年度末において、借入金残高1,015,113千円、現金及び預金残高640,083千円となっております。

③　生産、受注及び販売の実績
ａ．生産実績

　当事業年度の生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

（注）１．金額は、売上原価によっております。
　　　２．当社は、当事業年度よりセグメント報告の対象となったため、前年同期比は記載しておりません。

ｂ．受注実績
　当社は、受注から販売までの所要日数が短く、常に受注残高は僅少であり、期中の受注高と販売実績とがほぼ
対応するため、記載を省略しております。

ｃ．販売実績
　当事業年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

（注）当社は、当事業年度よりセグメント報告の対象となったため、前年同期比は記載しておりません。

- 13 -

株式会社地域新聞社（2164）　2025年８月期　有価証券報告書



（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
　なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

①　重要な会計方針及び見積り
　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。
その作成には経営者による会計方針の選択及び適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与
える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断してお
りますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
　なお、当社が財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針は、「第５［経理の状況］　１［財務諸表
等］　(1）［財務諸表］［注記事項］の（重要な会計方針）」に記載のとおりであります。

②　当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
　当事業年度において、当社は成長戦略「Strategic Plan」を掲げ、アライアンスを中心とした新たな取り組みに
力を入れ、黒字体質をより強固にいたしました。当事業年度における売上高は3,153,453千円（前期比105.9％）、
経常利益は52,779千円（前期比310.7%）、当期純利益は41,336千円（前期比1,189.1%）と、大幅な増収増益を達成
し、明確に業績トレンドが転換した期となりました。前事業年度での黒字転換を経て、「Strategic Plan」のもと
で進めてきた各種の取り組みが、いよいよ具体的な成果として確認できるステージへ移行したことを示していま
す。これは、オペレーティングレバレッジが発揮されやすい収益構造を背景に、生産性向上が顕著に表れたもので
す。
　当事業年度は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて11,828千円の収入となり、投資活動におけるキャッ
シュ・フローにおいては、主に有形固定資産の取得による支出があり891,723千円の支出となり、財務活動による
キャッシュ・フローにおいては、主に長期借入れによる収入があり947,802千円の収入となりました。

③　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
　財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、
「第５［経理の状況］　１［財務諸表等］　(１）［財務諸表］［注記事項］の（重要な会計上の見積り）」に記
載のとおりであります。

５【重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は、1,062,137千円であり、その主なものは不動産事業の開

始に伴い取得した、賃貸用のマンション（土地含む。）771,396千円、賃貸用の土地250,276千円であります。

　なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2025年８月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメント別
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
（人）

建物

機械及び
装置並び
に車両運

搬具

工具、
器具及び

備品
土地

無形固定
資産

合計

本社及び編集センター

（千葉県八千代市）

広告関連事業

その他の事業

統括業務設備

制作設備
11,687 － 17,153 － 42,142 70,983

98

(20)

八千代支社

（千葉県八千代市）

広告関連事業

その他の事業

統括業務設備・営

業設備・制作設備
773 － 1,498 － 2,501 4,772

19

(11)

成田支社

（千葉県成田市）
広告関連事業 営業設備 172 － 702 － － 874

5

(2)

船橋支社

（千葉県鎌ヶ谷市）
広告関連事業 営業設備 0 － 419 － － 419

7

(2)

千葉支社

（千葉市中央区）
広告関連事業 営業設備 － － 916 － － 916

14

(2)

柏支社

（千葉県柏市）
広告関連事業 営業設備 － － 786 － － 786

13

(8)

セントラル配送センター

（千葉県八千代市）
広告関連事業 梱包設備 6,859 1,066 927 － － 8,853

11

(19)

行徳ステーションレジ

デンス

（千葉県市川市）

不動産事業 賃貸マンション 350,896 － － 417,249 － 768,146
－

(－)

行徳（土地）

（千葉県市川市）
不動産事業 賃貸土地 － － － 250,276 － 250,276

－

(－)

事業所名 設備の内容 年間賃借料（千円）

本社及び編集センター 建物 9,423

八千代支社 建物 8,073

成田支社 建物 3,618

船橋支社 建物 2,618

千葉支社 建物 2,804

柏支社 建物 3,168

セントラル配送センター 建物 18,520

２【主要な設備の状況】

　主要な設備は、以下のとおりであります。

（注）１．従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、臨時雇用者数（パートタイマー）の平均雇用人員

（８時間／日　換算）を記載しております。

２．上記のほか、賃貸借契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、予算策定時に年度計画の中で設備投資計画を策定し、決定しております。

　なお、2025年８月31日現在における重要な設備の新設、改修計画及び設備の除却等の計画は、次のとおりでありま

す。

(1）重要な設備の新設

　該当事項はありません。

(2）重要な改修

　該当事項はありません。

(3）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（注）１．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで株式分割に伴う定款変更が行われ、発行
可能株式総数は、8,000,000株増加し、16,000,000株となっております。

　　　２．2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が
承認可決されますと、発行可能株式総数は、29,000,000株となる予定です。

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2025年８月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2025年11月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 3,741,914 7,492,828
東京証券取引所

グロース

単元株式数

100株

計 3,741,914 7,492,828 － －

②【発行済株式】

（注）１．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分
割を行っております。

　　　２．「提出日現在発行数」欄には、2025年11月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

決議年月日 2022年11月24日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　３名
当社従業員　20名

新株予約権の数（個）　※ 666

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　66,600
（新株予約権１個につき100株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 372（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2022年12月12日
至　2032年12月11日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

372
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

第６回新株予約権

※　原則として当事業年度末（2025年８月31日）における内容を記載しておりますが、「付与対象者の区分及び人数」

は、新株予約権の発行時点の区分で記載しております。

　　また、当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2025年10月31日）にかけて変更された事項として、2025年10月

10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っているこ

とと、新株予約権の行使があり、これらを踏まえると次のとおりとなります。なお、表下の注記は、以下の内容に

基づいております。
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決議年月日 2022年11月24日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　３名
当社従業員　20名

新株予約権の数（個）　※ 641

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　128,200
（新株予約権１個につき200株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 186（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2022年12月12日
至　2032年12月11日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

186
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率

既発行株式数
＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

第６回新株予約権

※　原則として提出日の前月末日現在（2025年10月31日現在）における内容を記載しておりますが、「付与対象者の区
分及び人数」は、新株予約権の発行時点の区分で記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数
　本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と
する。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う
ことができるものとする。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、上記算式に基づき本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を調整し、
2025年11月１日より調整後付与株式数200株を適用する。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下「行使価額」とい
う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引
日である2022年11月22日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）に105%を乗じ
た価格（１円未満の端数は切り上げ）とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合
を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　また、本新株予約権の割当後、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を
行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式
交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による
１円未満の端数は切り上げる。

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
　なお、当社が2024年７月12日に発行した第７回新株予約権の実施に伴い、上記算式に基づき本新株予約権の
行使価額を調整し、2024年９月11日より調整後行使価額372円を適用し、さらに、2025年10月10日開催の取締
役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったことにより、上記
算式に基づき本新株予約権の行使価額を調整し、2025年11月１日より調整後行使価額186円を適用する。
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３．本新株予約権を行使することができる期間
　本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2022年12月12日から2032年12
月11日までとする。

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．新株予約権の行使の条件
(1)　割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引終値の１か月間（当日を含む21取引日）の平均値が一度でも行使価額に40％を乗じた価格を下回
った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければな
らないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)　当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)　当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと

が判明した場合
(c)　当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情

に大きな変更が生じた場合
(d)　その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2)　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　なお、新株予約権発行時点の(1)に記載の価額は170円であり、当社が2024年７月12日に発行した第７回新株
予約権の実施に伴い、上記２の算式に基づき調整し、価額は150円となり、2025年10月10日開催の取締役会決
議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったことにより、上記２の算
式に基づき調整し、2025年11月１日より75円を適用する。

７．新株予約権の取得に関する事項
　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又
は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到
来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
上記２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記８．(3)に従って決定される当
該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間
上記３に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３に定める
行使期間の末日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記４に準じて決定する。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)　その他新株予約権の行使の条件
上記６に準じて決定する。

(9)　新株予約権の取得事由及び条件
上記７に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
９．新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項

　当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
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決議年月日 2024年10月17日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　３名
当社従業員　43名

新株予約権の数（個）　※ 3,785

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　378,500
（新株予約権１個につき100株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 383　（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2024年11月22日
至　2034年11月21日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

383
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

決議年月日 2024年10月17日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　３名
当社従業員　43名

新株予約権の数（個）　※ 3,765

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　753,000
（新株予約権１個につき200株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 192　（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2024年11月22日
至　2034年11月21日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

192
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率

第９回新株予約権

※　原則として当事業年度末（2025年８月31日）における内容を記載しておりますが、「付与対象者の区分及び人数」

は、新株予約権の発行時点の区分で記載しております。

　　また、当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2025年10月31日）にかけて変更された事項として、2025年10月

10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、

この内容と当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2025年10月31日）までの新株予約権の行使を踏まえると次

のとおりとなります。なお、表下の注記は、以下の内容に基づいております。

第９回新株予約権

※　原則として提出日の前月末日現在（2025年10月31日現在）における内容を記載しておりますが、「付与対象者の区

分及び人数」は、新株予約権の発行時点の区分で記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数
　本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と
する。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う
ことができるものとする。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、上記算式に基づき本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を調整し、
2025年11月１日より調整後付与株式数200株を適用する。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率

既発行株式数
＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下「行使価額」とい
う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引
日である2024年10月16日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）に115%を乗じ
た価格（１円未満の端数は切り上げ）である金383円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分
割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　また、本新株予約権の割当後、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を
行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式
交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による
１円未満の端数は切り上げる。

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、上記算式に基づき本新株予約権の行使価額を調整し、2025年11月１日より調整
後行使価額192円を適用する。

３．本新株予約権を行使することができる期間
　本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2024年11月22日から2034年11
月21日までとする。

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．新株予約権の行使の条件
(1)　割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普

通取引終値の１か月間（当日を含む21取引日）の平均値が一度でも134円（ただし、上記２において定め
られた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回った場合、新株予約権者は残存するすべて
の本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次
に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)　当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)　当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと

が判明した場合
(c)　当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情

に大きな変更が生じた場合
(d)　その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2)　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、(1)に記載の134円は、上記２の算式に基づき調整し、2025年11月１日より67円
を適用する。

７．新株予約権の取得に関する事項
　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又
は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到
来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
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８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
上記２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記８．(3)に従って決定される当
該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間
上記３に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３に定める
行使期間の末日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記４に準じて決定する。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)　その他新株予約権の行使の条件
上記６に準じて決定する。

(9)　新株予約権の取得事由及び条件
上記７に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
９．新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項

　当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
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決議年月日 2025年９月５日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　４名
当社従業員　50名

新株予約権の数（個）　※ 1,000

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　100,000
（新株予約権１個につき100株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 801　（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2025年９月25日
至　2035年９月24日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

801
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

決議年月日 2025年９月５日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　４名
当社従業員　50名

新株予約権の数（個）　※ 1,000

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　200,000
（新株予約権１個につき200株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 401　（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2025年９月25日
至　2035年９月24日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

401
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率

第10回新株予約権

※　新株予約権の発行時点における内容を記載しております。

　　また、当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2025年10月31日）にかけて変更された事項として、2025年10月

10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、

これを踏まえると次のとおりとなります。なお、表下の注記は、以下の内容に基づいております。

第10回新株予約権

※　原則として提出日の前月末日現在（2025年10月31日現在）における内容を記載しておりますが、「付与対象者の区

分及び人数」は、新株予約権の発行時点の区分で記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数
　本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と
する。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う
ことができるものとする。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、上記算式に基づき本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を調整し、
2025年11月１日より調整後付与株式数200株を適用する。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率

既発行株式数
＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下「行使価額」とい
う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引
日である2025年９月４日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）に120%を乗じ
た価格（１円未満の端数は切り上げ）である金801円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分
割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　また、本新株予約権の割当後、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を
行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式
交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による
１円未満の端数は切り上げる。

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、上記算式に基づき本新株予約権の行使価額を調整し、2025年11月１日より調整
後行使価額401円を適用する。

３．本新株予約権を行使することができる期間
　本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2025年９月25日から2035年９
月24日までとする。

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．新株予約権の行使の条件
(1)　割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普

通取引終値の１か月間（当日を含む21取引日）の平均値が一度でも267円（ただし、上記２において定め
られた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回った場合、新株予約権者は残存するすべて
の本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする（以下「本行
使義務」という。本新株予約権の行使対象者は退職後も本行使義務を有するものとする。）。ただし、
次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)　当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)　当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと

が判明した場合
(c)　当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情

に大きな変更が生じた場合
(d)　その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2)　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
(5)　新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部の放棄をすることはできない。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、(1)に記載の267円は、上記２の算式に基づき調整し、2025年11月１日より134
円を適用する。

７．新株予約権の取得に関する事項
　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又
は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到
来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
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８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
上記２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記８．(3)に従って決定される当
該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間
上記３に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３に定める
行使期間の末日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記４に準じて決定する。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)　その他新株予約権の行使の条件
上記６に準じて決定する。

(9)　新株予約権の取得事由及び条件
上記７に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
９．新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項

　当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

決議年月日 2024年10月17日

付与対象者の区分及び人数 社外協力者　６名

新株予約権の数（個）　※ 1,200

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　120,000
（新株予約権１個につき100株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 367　（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2024年11月15日
至　2032年11月14日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

367
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

③【その他の新株予約権等の状況】

第８回新株予約権

※　上記は新株予約権の発行時点における内容を記載しております。

　　また、当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2025年10月31日）にかけて変更された事項として、2025年10月

10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、

これを踏まえると次のとおりとなります。なお、表下の注記は、以下の内容に基づいております。
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決議年月日 2024年10月17日

付与対象者の区分及び人数 社外協力者　６名

新株予約権の数（個）　※ 1,200

新株予約権の払込金額　※ １個につき100円

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※
当社普通株式　　　240,000
（新株予約権１個につき200株）　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 184　（注）２

新株予約権の行使期間　※
自　2024年11月15日
至　2032年11月14日　（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）　※

発行価格
資本組入額

184
（注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ （注）５

新株予約権の行使の条件　※ （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）８

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率

既発行株式数
＋

新規発行株式数 × １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

第８回新株予約権

※　原則として提出日の前月末日現在（2025年10月31日現在）における内容を記載しておりますが、「付与対象者の区

分及び人数」は、新株予約権の発行時点の区分で記載しております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数
　本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と
する。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行う
ことができるものとする。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下「行使価額」とい
う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引
日である2024年10月16日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）に110%を乗じ
た価格（１円未満の端数は切り上げ）である金367円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分
割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

　また、本新株予約権の割当後、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を
行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式
交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による
１円未満の端数は切り上げる。

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、上記算式に基づき本新株予約権の行使価額を調整し、2025年11月１日より調整
後行使価額184円を適用する。

３．本新株予約権を行使することができる期間
　本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、2024年11月15日から2032年11
月14日までとする。
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４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．新株予約権の行使の条件
(1)　割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普

通取引終値の１か月間（当日を含む21取引日）の平均値が一度でも134円（ただし、上記２において定め
られた行使価額同様に適切に調整されるものとする）を下回った場合、新株予約権者は残存するすべて
の本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次
に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)　当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)　当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと

が判明した場合
(c)　当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情

に大きな変更が生じた場合
(d)　その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

(2)　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
　なお、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で
株式分割を行ったことにより、(1)に記載の134円は、上記２の算式に基づき調整し、2025年11月１日より67円
を適用する。

７．新株予約権の取得に関する事項
　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又
は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到
来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

８．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予
約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下
「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)　交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3)　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１に準じて決定する。

(4)　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
上記２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記８．(3)に従って決定される当
該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)　新株予約権を行使することができる期間
上記３に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記３に定める
行使期間の末日までとする。

(6)　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記４に準じて決定する。

(7)　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)　その他新株予約権の行使の条件
上記６に準じて決定する。

(9)　新株予約権の取得事由及び条件
上記７に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
９．新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項

　当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年５月６日（注）１ 63,700 1,907,500 25,002 228,114 25,002 158,114

2021年９月１日～

2022年８月31日

（注）２

165,000 2,072,500 43,663 271,777 43,663 201,777

2022年９月１日～

2023年８月31日

（注）３

86,786 2,159,286 15,925 287,703 15,925 217,703

2023年９月１日～

2024年８月31日

（注）４

510,990 2,670,276 72,305 360,008 72,305 290,008

2024年９月１日～

2025年８月31日

（注）５

1,071,638 3,741,914 151,712 511,720 151,712 441,720

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．第三者割当増資
　　　　　発行価格　　785.0円
　　　　　資本組入額　392.5円
　　　　　割当先　　　マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
　　　２．第４回新株予約権の行使による増加であります。
　　　３．第５回新株予約権の行使による増加であります。
　　　４．第７回新株予約権の行使による増加であります。
　　　５．第７回新株予約権の行使及び第９回新株予約権の行使による増加であります。
　　　６．2025年９月１日から2025年10月31日までの間に、第６回及び第９回新株予約権の行使により、発行済株式総

数が4,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ850千円増加しております。
　　　７．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております。これにより、上記の６による増加分も含め、発行済株式総数が3,746,414株増加し、
7,492,828株となっております。

2025年８月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数

（人）
－ 1 14 19 17 8 2,746 2,805 －

所有株式数

（単元）
－ 40 704 16,503 1,062 465 18,627 37,401 1,814

所有株式数

の割合（％）
－ 0.11 1.88 44.12 2.84 1.24 49.80 100.00 －

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式820株は、「個人その他」に８単元、「単元未満株式の状況」に20株を含めて記載しております。
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2025年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有

株式数の割合
（％）

MTMCapital株式会社 東京都港区南青山六丁目２番９号 596,200 15.94

マイルストーン・キャピタル・マネ

ジメント株式会社
東京都千代田区大手町一丁目６番１号 282,600 7.55

株式会社ライフイン２４ｇｒｏｕｐ 東京都豊島区東池袋四丁目14番２号 220,400 5.89

株式会社中広 岐阜県岐阜市東興町27番地 203,000 5.43

合同会社Happyhorse 神奈川県横浜市港北区岸根町660番19 143,900 3.85

静岡エネルギー株式会社 静岡県御前崎市御前崎35番地 106,200 2.84

株式会社日本シーサプライ 静岡県御前崎市御前崎35番地 79,300 2.12

竹中　宏之 東京都葛飾区 75,300 2.01

中谷　正和 東京都港区 68,300 1.83

吉田　康次郎 神奈川県横浜市神奈川区 65,100 1.74

計 － 1,840,300 49.19

（６）【大株主の状況】

（注）１．前事業年度末において主要株主であった株式会社エンジェル・トーチ及びマイルストーン・キャピタル・マネ

ジメント株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

　　　２．前事業年度末において主要株主でなかったMTMCapital株式会社は、当事業年度末現在では主要株主になってお

ります。

2025年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 800

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,739,300 37,393 －

単元未満株式 普通株式 1,814 － －

発行済株式総数 3,741,914 － －

総株主の議決権 － 37,393 －

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）単元未満株式欄の普通株式には、自己株式20株が含まれております。

2025年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社地域新聞社

千葉県八千代市勝田台北

一丁目11番16号
800 － 800 0.02

計 － 800 － 800 0.02

②【自己株式等】

- 28 -

株式会社地域新聞社（2164）　2025年８月期　有価証券報告書



２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 61 20,435

当期間における取得自己株式 － －

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

（注）当期間における取得自己株式には、2025年11月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式は含まれておりません。

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（千円）
株式数（株）

処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移

転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 820 － 1,640 －

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

（注）１．2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております。これにより、当期間の株式数が820株増加しております。

２．当期間における保有自己株式数には、2025年11月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要事項として認識しておりますが、現在は他社とのアライアンスを

中心とした新サービスの創出が最優先事項だと考えております。非連続な拡大に向けて、経営基盤の強化及び積極的

な事業展開のための投資フェーズであり、配当の原資となる利益剰余金がマイナスとなっていることから、当事業年

度につきましては期末配当を無配とさせていただきます。なお、2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案とし

て、「資本金及び資本準備金の額の減少の件」としており、当該議案が承認可決されますと、利益剰余金のマイナス

は解消される見込みです。中期的には、業績及び財務状況の改善に努め、各事業年度の業績推移及び利益剰余金の状

況を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針であります。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は「人の役に立つ」を経営理念とし、「働く人達」、「地域社会」、「国家」の役に立つ企業となること
を目標としており、お客様・読者・取引先・地域社会をはじめ、株主及び投資家からの信用をより高めることが
重要であると認識しております。そのためにも、健全で透明性が高く、経営環境の変化に柔軟に対応できる組織
を構築することが重要であり、これを実現することがコーポレート・ガバナンスの強化であると考えておりま
す。

②　企業統治の体制の概要
　当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会、監査役会及び経営会議を有しております。
　取締役会は、社外取締役１名を含む取締役５名（代表取締役社長　細谷佳津年、取締役　金箱義明、取締役　
松川真士、取締役　齋藤律子、社外取締役　田中康郎）で構成されており、原則毎月１回以上開催し、経営の意
思決定機関及び取締役の職務執行を監視、監督する機関としての役割を果たしております。
　監査役会は、社外監査役３名（常勤監査役　色部文雄、監査役　小泉大輔、監査役　丸野登紀子）で構成され
ており、原則として毎月１回開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。各監査役の取締役会への出席
の他、社内重要会議への常勤監査役の出席を通じて、取締役及び取締役会の業務執行を監視するとともに、経営
全般に対して監査機能を発揮しております。
　経営会議は、取締役等で構成されており、原則隔週１回開催し、日常の個々の業務遂行における報告、検討・
協議及び決定を行っております。
　なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

③　企業統治の体制を採用する理由
　取締役会及び監査役会に加えて、取締役等で構成する経営会議を連携させることで、企業統治の強化を図るこ
とができていると考えております。
　さらに、監査役会を構成する監査役３名は、全員が社外監査役であり、独立性を確保するとともに、取締役の
業務執行に対する監督機能を十分に果たしていることから、現状の体制としております。

※当社は、2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選
任の件」としており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は５名（内、社外取締役１名）、監査役
は３名（内、社外監査役３名）となります。詳細につきましては、後記「（２）役員の状況」をご確認くださ
い。

④　内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
ａ．当社の取締役・使用人等の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

・「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス基本方針、内部統制重点
行動指針を制定する。

・内部統制委員会は、隔月１回以上開催し、活動内容については、定期的に取締役会及び監査役会に報告す
る。各本部に内部統制推進委員を配置し、定期的な研修を実施するとともに、内部監査を実施する。

・組織を横断する各種組織（内部統制委員会、衛生委員会）を設置し、法令及び定款に適合することを確保す
る。

・内部監査室は、コンプライアンス規程及び内部統制委員会の実施状況を監査し、他の業務監査の結果を含め
て定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

・内部監査室は、監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば内
部監査規程の改定を提案する。

・企業経営及び日常業務に関わる必要なアドバイスを顧問弁護士から常時受けることのできる体制を構築す
る。
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・「内部通報窓口」に内部監査室長を配置し、内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する。
・反社会的勢力及び団体とは一切の関わりをもたず、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除すること

を基本方針とし、コンプライアンス規程及びコンプライアンス基本方針において社内に周知徹底する。
・財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適切に評価報告するための体制を構築する。

ｂ．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、情報システム基本規程及び文書管理規程に基づき適

切に管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
・文書の保管期間は、法令に特段の定めのない限り、文書管理規程に定めるところによる。
・文書保存及び管理に係る事務に関しては、法務総務統括部統括部長が所管する。

ｃ．当社の損失の危険の管理に対する規程その他の体制
・事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを取りつつ持続的

成長による企業価値の向上を目指し、「リスク管理規程」に基づき、内部統制実務責任者及び各部門長によ
り構成される「内部統制委員会」を設置する。

・「内部統制委員会」は、組織横断的な各委員会を統括し、当社全体のリスクマネジメントの運営に当たると
ともに、リスクマネジメントを継続的に改善する。

・各本部においては、リスクへの適切な対応を行うために、現状を正しく評価し、リスクの分析と対策の実施
を行い、リスクマネジメントを継続的に改善する。

・内部監査室は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、その結果をリスク管理状況と併せて取締役
会及び監査役会に報告する。

・内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失のリスクのある業務執行行為が発見され
た場合には、発見されたリスクの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部統制委員会及び
各本部長に通報する体制を構築する。

ｄ．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営理念に基づき事業遂行のための年度計画及び中期計画等を策定する。
・職務執行の効率性を向上させ、採算管理の徹底を図るために、各計画の達成状況を検証し、結果を業務に反

映させる。
・取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項については、全て取締役会に付議

することを遵守し、原則として、月１回取締役会を開催する。また、取締役等で構成される経営会議におい
て、経営方針、経営戦略及び業務執行に関する重要な議題について検討し、その審議を経て速やかな業務執
行を行うものとする。

・取締役会の決定による業務執行については、業務分掌規程及び職務権限規程等に基づき権限の委譲が行わ
れ、各部門、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り適正かつ効率的に職務の執行を行うこととする。

ｅ．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、当社の使用人の中
から監査役補助者を１名以上配置することとする。

ｆ．当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、監査役会の同意を必要とし、取
締役からの独立性を確保するものとする。

ｇ．当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属す
る組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。

ｈ．当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
・当社の取締役及び使用人は、下記の事項を発見した場合には、遅滞なく当社の監査役に報告する。

ⅰ　職務執行に関する重大な法令・定款違反又は不正行為の事実
ⅱ　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅲ　会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

・当社の取締役及び使用人は、当社の監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及
び情報提供を行う。

・当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、その他コンプライアンスに関連する各種委員会に出席し、当
社の経営、業績及び内部統制に関する重要事項について報告を受ける。

ⅰ．当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
の体制
当社は、当社の監査役に報告をした当社役員及び従業員（以下「当社役職員」という。）に対し、当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を内部通報の取扱いに関する規程に明記
するとともに、当社役職員に周知徹底する。

ｊ．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をし
たときは、経理部において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でない
と認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

・当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
ｋ．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に会合をもち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換
を行うなどして監査役との意思の疎通を図るものとする。

・当社の監査役は、当社の会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行い、効率的な監査を実施
する。

・当社の監査役は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準に則り、適法性の監査のみならず、リスク管理、
内部統制システムの整備・運用状況を含む取締役の業務執行状況の監査を行う。

・当社の監査役は、必要に応じて、弁護士・会計士等の外部専門家と連携して監査業務の執行にあたる。

⑤　責任限定契約の内容と概要
　当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（非業務執行取締役）及び監査役との間において、会社
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額
は、法令が定める額としております。
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氏名 役職 開催回数 出席回数

細谷　佳津年 代表取締役社長 18回 18回

金箱　　義明 取締役 18回 18回

松川　　真士 取締役 18回 18回

齋藤　　律子 取締役 18回 18回

田中　　康郎 社外取締役 18回 18回

⑥　役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
　当社は、取締役及び監査役との間に会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１
号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしています。

⑦　役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、取締役及び監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しており、これにより、被保険者である取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任
を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしてお
ります。なお、保険料は全額当社が負担しております。

⑧　取締役の定数
　当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

⑨　取締役の選解任の決議要件
　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。

⑩　取締役の活動状況
　当事業年度において当社は取締役会を年18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりで
あります。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第20条第３項の規定に基づき、取締役会があっ

たものとみなす書面決議が７回ありました。

取締役会における具体的な検討事項は以下のとおりであります。
報告事項：取締役会における決議事項の執行経過とその結果、営業及び経理上の重要事項、内部統制の整備及

び運用状況
決議事項：株主総会の招集及び議案の決定、経営一般に関する重要事項、株式及び社債に関する重要事項、組

織、人事に関する重要事項、業務執行に関する重要事項

⑪　株式会社の支配に関する基本方針
　当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の
方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に規定されるものをいい、
以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事
業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ（２））として、
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入しており、そ
の内容等は次のとおりであります。

ａ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、特定の者による当社
株式の大量取得行為の提案を受け入れるか否かは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するも
のであれば、これを否定するものではなく、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると認識
しております。
　しかし、地域密着型の新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業等という当社の事業の運営にあたっては、取
引先である地域の広告主や広告代理店、読者である地域社会の方々から長年にわたっていただいている信頼が
重要であり、その基盤となる高い配布率や地域密着型のコンテンツ力を支える専属のポスメイト（戸別配布
員）やライターとの強固な関係性に基づく当社独自の地域に根ざした事業展開が非常に重要であります。当社
の財務及び事業の方針の決定を支配する者において、これらに対する理解がない場合には、当社の企業価値又
は株主共同の利益の確保・向上が妨げられる可能性があります。
　当社は、当社株式の大量取得行為が行われる場合、買付者からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当
該大量取得行為が当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響を、株主の皆様にご判断いただくこ
とは困難であると考えます。また、大量取得行為の中には、ステークホルダーとの良好な関係を保持すること
ができない可能性がある等、当社の企業価値の源泉が長期的にみて毀損されるおそれがあるもの、当社の企業
価値又は株主の皆様の共同利益が損なわれるおそれのあるものも考えられます。
　上記の観点から、当社取締役会は、大量取得者に株主の皆様のご判断のための必要かつ十分な情報を提供す
るよう求めたうえ、大量取得者の提案が当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響について当社
取締役会が評価・検討できるようにすることが必要であると考えております。また、当社の企業価値・株主共
同の利益を損なう大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ
ることから、当社取締役会は、そのような者による大量取得行為に対して必要かつ相当な対抗措置を採ること
により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することが、株主の皆様の負託を受けた者の責務であ
ると考えております。
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ｂ．基本方針の実現に資する特別な取組み
１．企業価値向上への取組み

　当社は2022年10月24日に公表した「事業計画及び成長可能性に関する事項」に基づき、中長期的な企業価
値向上に向けて以下の取組みを行っております。

(1) コア事業による安定収益の確保
(2) WEB事業の強化
(3) ヒューマンリソース事業の継続発展
(4) 未来投資
(5) 財務基盤の安定

２．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、「人の役に立つ」を経営理念とし、「働く人達」、「地域社会」、「国家」の役に立つ企業とな
ることを目標としており、お客様・読者・取引先・地域社会をはじめ、株主及び投資家からの信用をより高
めることが重要であると認識しております。この認識を踏まえて、健全で透明性が高く、経営環境の変化に
柔軟に対応できる組織を構築することが重要であり、これを構築することによって実効的なコーポレート・
ガバナンスを実現することが必要であると考えております。

ｃ．本プランの目的及び内容
１．本プランの目的

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記ａ．
に記載した基本方針に沿って導入されたものです。
　当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得
行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。
　本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するとともに、当社株券等に対する大
量取得行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案する、あるいは株主の皆様がかかる
大量取得行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために
交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。

２．本プランの内容
(1)　対象となる買付等
　本プランは、次の(a)、(b)若しくは(c)に該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する
行為（これらの提案を含みます。）（当社取締役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものと
し、以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。

(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株

券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(c) 上記(a)若しくは(b)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の株券等の取得をしようと

する者又はその共同保有者若しくは特別関係者（以下本(c)において「株券等取得者等」といいま
す。）が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本(c)において同じとします。）との
間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者
に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一
方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆ
る行為であって、当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有
割合の合計が20%以上となるような行為

(2)　対抗措置の発動要件
　本プランに基づく対抗措置として新株予約権の無償割り当てを実施するための要件は、次のとおりです。

(a) 本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するために合理的に必要と
される時間や情報の提供がなされない場合を含みます。）、かつ本新株予約権の無償割当てを実施す
ることが相当である場合

(b) 下記のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
(ⅰ)当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である

場合
(ⅱ)強圧的二段階買付（最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にし

ないで、公開買付け等の買付等を行うことをいいます。）等、株主に株券等の売却を事実上強要す
るおそれのある買付等である場合

(ⅲ)買付等の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、又は買付等の後における当
社の他の株主、当社の従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含み
ます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合

(ⅳ)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先、地域社会その他のステ
ークホルダーとの関係を損なうこと等により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大な
おそれをもたらす買付等である場合
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(3)　独立委員会の設置
　本プランに定めるルールが遵守されたか否か、ならびに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当
社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えら
れる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合
理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置して
おります。
　独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、
当社社外監査役、有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任します。ただし、有識者
は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認
会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別
途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければなりませ
ん。
(4)　取締役会の決議
　当社取締役会は、次の(5)に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、当該株主意思確認総会の決議
に従い決議を行うものとします。また、当該株主意思確認総会が開催されない場合には、独立委員会からの
勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当て等の実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての
決議を行うものとします。

(5)　株主意思確認総会の開催
　当社取締役会は、独立委員会が、本新株予約権の無償割当て等の実施に際して、あらかじめ株主意思の確
認を得るべき旨の留保を付した場合、若しくは買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うことを勧告
した場合、又はある買付等について(2)対抗措置の発動要件(b)の該当可能性が問題となっており、当社取締
役会が、買付等に対して本新株予約権の無償割当て等を実施すべきと考える場合であって、かつ、当社取締
役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認すること
が適切と判断する場合には、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとします。

(6)　本プランの有効期限
　本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当該時点において、現に買付等を行っている者又は買付等
を企図する者であって当社取締役会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図され
ている買付等への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。また、その有効
期間の満了前であっても、当社の取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ
ンは当該決議に従い廃止されるものとします。

ｄ．上記ｂ、ｃの具体的取組みが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地
位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

　当社取締役会は、以下の理由により、上記ｂ、ｃの具体的取組みが、上記ａの基本方針に沿うものであり、
当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えて
おります。

①企業価値ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されていること
②本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること
③株主意思を重視するものであること
④独立性の高い社外の有識者（独立委員会）の判断を重視していること
⑤対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること
⑥デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記「⑪　株式会社の支配に関する基本方針」は、2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の内容であ
り、2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収へ
の対応方針）の更新の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、上記内容は一部変更となります。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役

社長
細谷　佳津年 1965年12月16日生

1990年４月 国際興業株式会社入社

2002年９月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ

（現、ギャガ株式会社）入社

2003年６月 生駒シービー・リチャードエリス株式会

社（現、シービーアールイー株式会社）

入社

2006年４月 同社財務経理部部長

2009年９月 株式会社エー・ディー・ワークス

管理部長

2011年６月 同社取締役CFO兼経営管理部長

2014年６月 同社常務取締役ＣＦＯ兼経営管理部長

2018年７月 同社常務取締役ＣＦＯ兼

エクイティ・アドバイザリー室長

2020年４月 株式会社ＡＤワークスグループ

常務取締役ＣＦＯ

2020年12月 株式会社エンジェル・トーチ

代表取締役社長

2022年３月

2022年５月

株式会社ＡＤワークスグループ

専務取締役ＣＦＯ

一橋大学school　of　Business　

Administration「HELP」終了

岡三デジタル証券準備株式会社

社外取締役

2023年11月 当社社外取締役就任

2024年２月 当社代表取締役社長就任（現任）
　

(注)３ 55,200

取締役

印刷・物流・配布等

業務全般

管掌

金箱　義明 1959年２月19日生

1998年５月 当社入社

2000年10月 当社本社営業部部長

2003年７月 当社東葛支社支社長

2006年８月 当社代理店営業部部長

2007年５月 当社退社

2007年６月 個人事業主

2010年８月 当社再入社　ＣＳ推進室室長

2011年９月 当社ポスメイト管理部部長

2014年11月 当社取締役就任（現任）

2024年11月 当社印刷・物流・配布等業務全般管掌

（現任）
　

(注)３ 36,000

取締役

人的資本経営

管掌

松川　真士 1981年５月21日生

2004年４月 当社入社

2007年９月 当社成田支社支社長

2008年９月 当社船橋支社支社長

2013年９月 当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

2014年11月 当社取締役就任（現任）

当社営業本部本部長兼船橋支社長

2015年３月 当社営業本部本部長

2019年３月 当社管理本部本部長

2023年11月 当社営業統括

2024年11月 当社人的資本経営管掌（現任）
　

(注)３ 16,000

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a.2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。なお、2025年

10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行って

おり、所有株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。

男性6名　女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役

コーポレートガバナンス・

リスクマネジメント管掌
齋藤　律子 1964年11月2日生

1988年４月 株式会社リクルートコスモス

（現、株式会社コスモスイニシア）入社

2010年１月 株式会社エー・ディー・ワークス

経営企画室ジェネラルカウンセル

2020年４月 株式会社ＡＤワークスグループ

経営企画室ＦＳＡ＆ＳＥ部長

2021年４月 （一社）不動産特定共同事業者協議会

事務局長

2021年６月 株式会社ＡＤワークスグループ

不特法協議会推進室長

2021年７月 同社ディスクロージャー統括室長

2023年１月 株式会社エンジェル・トーチ取締役

2023年11月 当社社外取締役就任

2024年６月

2024年11月

株式会社サンドラッグ社外取締役（現

任）

当社取締役就任（現任）

コーポレートガバナンス・リスクマネジ

メント管掌（現任）
　

(注)３ －

取締役

（注）１
田中　康郎 1946年２月９日生

1971年４月 判事補任官

1981年４月 東京地方裁判所判事

1985年４月 国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長

1994年４月 東京地方裁判所部総括判事

2003年２月 盛岡地方・家庭裁判所長

2005年２月 東京高等裁判所部総括判事

2009年３月 札幌高等裁判所長官

2011年２月 弁護士登録（現任）

2011年４月 明治大学法科大学院教授

2015年３月 株式会社建設技術研究所監査役（現任）

12月 明治大学法科大学院長事務取扱

2017年11月 当社社外取締役就任（現任）
　

(注)３ －

常勤監査役

（注）２
色部　文雄 1949年２月５日生

1967年３月 株式会社河合楽器製作所入社

1975年３月 ピジョン株式会社入社

2000年10月 同社執行役員営業本部副本部長

2002年３月 同社監査室チーフマネージャー

2005年４月 同社常勤監査役

2009年８月 エフルート株式会社内部監査室長

2010年11月 当社常勤監査役就任（現任）
　

(注)４ 46,800

監査役

（注）２
小泉　大輔 1970年９月５日生

1999年４月 公認会計士登録（現任）

2002年１月 新日本監査法人（現、ＥＹ新日本有限責

任監査法人）入所

2003年１月 株式会社ＫＩＡプロフェッショナル

（現、株式会社オーナーズブレイン）設

立、代表取締役（現任）

2003年６月 新日本監査法人退所

2003年７月 株式会社ＫＩＡプロフェッショナル

代表取締役（現任）

2004年９月 税理士登録（現任）

2009年11月 当社監査役就任（現任）

2010年６月 株式会社アイティーフォー監査役

2015年６月 株式会社アイティーフォー社外取締役

2018年３月 株式会社ニューズ・ツー・ユー・ホール

ディングス監査役（現任）

2018年５月 株式会社成和（現、株式会社ＬＯＯＰＬ

ＡＣＥ）社外取締役（現任）

2024年９月 株式会社ダイブ社外監査役（現任）
　

(注)５ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

監査役

（注）２
丸野　登紀子 1973年７月21日生

2002年10月 第一東京弁護士会登録

出澤総合法律事務所入所（現任）

2016年11月 当社社外監査役（現任）

2017年６月 株式会社ニチリョク監査役

2019年６月 ライト工業株式会社監査役（現任）

2022年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ

監査役

2022年４月 医療法人社団幸生会監事（現任）

2023年４月 株式会社ファンコミュニケーションズ

社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)４ －

計 154,000

（注）１．取締役田中康郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．常勤監査役色部文雄並びに監査役小泉大輔及び丸野登紀子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ

ります。

３．2024年11月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年８月期の定時株主総会の終結の時まで。

４．2022年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年８月期の定時株主総会の終結の時まで。

５．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年８月期の定時株主総会の終結の時まで。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役

社長
細谷　佳津年 1965年12月16日生

1990年４月 国際興業株式会社入社

2002年９月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ

（現、ギャガ株式会社）入社

2003年６月 生駒シービー・リチャードエリス株式会

社（現、シービーアールイー株式会社）

入社

2006年４月 同社財務経理部部長

2009年９月 株式会社エー・ディー・ワークス

管理部長

2011年６月 同社取締役CFO兼経営管理部長

2014年６月 同社常務取締役ＣＦＯ兼経営管理部長

2018年７月 同社常務取締役ＣＦＯ兼

エクイティ・アドバイザリー室長

2020年４月 株式会社ＡＤワークスグループ

常務取締役ＣＦＯ

2020年12月 株式会社エンジェル・トーチ

代表取締役社長

2022年３月

2022年５月

株式会社ＡＤワークスグループ

専務取締役ＣＦＯ

一橋大学school　of　Business　

Administration「HELP」終了

岡三デジタル証券準備株式会社

社外取締役

2023年11月 当社取締役就任

2024年２月 当社代表取締役社長就任（現任）
　

(注)３ 55,200

取締役

印刷・物流・配布等

業務全般

管掌

金箱　義明 1959年２月19日生

1998年５月 当社入社

2000年10月 当社本社営業部部長

2003年７月 当社東葛支社支社長

2006年８月 当社代理店営業部部長

2007年５月 当社退社

2007年６月 個人事業主

2010年８月 当社再入社　ＣＳ推進室室長

2011年９月 当社ポスメイト管理部部長

2014年11月 当社取締役就任（現任）

2024年11月 当社印刷・物流・配布等業務全般管掌

（現任）
　

(注)３ 36,000

取締役

人的資本経営

管掌

松川　真士 1981年５月21日生

2004年４月 当社入社

2007年９月 当社成田支社支社長

2008年９月 当社船橋支社支社長

2013年９月 当社営業本部副本部長兼千葉支社支社長

2014年11月 当社取締役就任（現任）

当社営業本部本部長兼船橋支社長

2015年３月 当社営業本部本部長

2019年３月 当社管理本部本部長

2023年11月 当社営業統括

2024年11月 当社人的資本経営管掌（現任）
　

(注)３ 16,000

ｂ.2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」

としており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員

の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）

を含めて記載しております。また、2025年10月10日開催の取締役会決議により、2025年11月１日付けで普通株

式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、分割後の株式数を記載しております。

男性5名　女性3名（役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役

コーポレートガバナンス・

リスクマネジメント管掌
齋藤　律子 1964年11月2日生

1988年４月 株式会社リクルートコスモス

（現、株式会社コスモスイニシア）入社

2010年１月 株式会社エー・ディー・ワークス

経営企画室ジェネラルカウンセル

2020年４月 株式会社ＡＤワークスグループ

経営企画室ＦＳＡ＆ＳＥ部長

2021年４月 （一社）不動産特定共同事業者協議会

事務局長

2021年６月 株式会社ＡＤワークスグループ

不特法協議会推進室長

2021年７月 同社ディスクロージャー統括室長

2023年１月 株式会社エンジェル・トーチ取締役

2023年11月 当社社外取締役就任

2024年６月

2024年11月

株式会社サンドラッグ社外取締役（現

任）

当社取締役就任（現任）

コーポレートガバナンス・リスクマネジ

メント管掌（現任）
　

(注)３ －

取締役

（注）１
田中　康郎 1946年２月９日生

1971年４月 判事補任官

1981年４月 東京地方裁判所判事

1985年４月 国連アジア極東犯罪防止研修所研修部長

1994年４月 東京地方裁判所部総括判事

2003年２月 盛岡地方・家庭裁判所長

2005年２月 東京高等裁判所部総括判事

2009年３月 札幌高等裁判所長官

2011年２月 弁護士登録（現任）

2011年４月 明治大学法科大学院教授

2015年３月 株式会社建設技術研究所監査役（現任）

12月 明治大学法科大学院長事務取扱

2017年11月 当社社外取締役就任（現任）
　

(注)３ －

常勤監査役

（注）２
色部　文雄 1949年２月５日生

1967年３月 株式会社河合楽器製作所入社

1975年３月 ピジョン株式会社入社

2000年10月 同社執行役員営業本部副本部長

2002年３月 同社監査室チーフマネージャー

2005年４月 同社常勤監査役

2009年８月 エフルート株式会社内部監査室長

2010年11月 当社常勤監査役就任（現任）
　

(注)４ 46,800

監査役

（注）２
丸野　登紀子 1973年７月21日生

2002年10月 第一東京弁護士会登録

出澤総合法律事務所入所（現任）

2016年11月 当社社外監査役（現任）

2017年６月 株式会社ニチリョク監査役

2019年６月 ライト工業株式会社監査役（現任）

2022年３月 株式会社ファンコミュニケーションズ

監査役

2022年４月 医療法人社団幸生会監事（現任）

2023年４月 株式会社ファンコミュニケーションズ

社外取締役（監査等委員）（現任）
　

(注)４ －

監査役

（注）２
工藤　清美 1969年12月８日生

1992年４月 株式会社日本総合研究所入社

1994年４月 株式会社国際評論社入社

2012年１月 ファイナンシャルプランナーとして独立

2012年４月 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究

センター招聘研究員

2019年６月 株式会社エフピーブラッサム設立

代表取締役（現任）

2025年４月 専修大学商学部兼任教員（現任）

2025年11月 当社社外監査役（就任予定）
　

(注)５ －

計 154,000

（注）１．取締役田中康郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．常勤監査役色部文雄並びに監査役丸野登紀子及び工藤清美は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ

ります。
３．2025年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から2026年８月期の定時株主総会の終結の時まで。
４．2022年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年８月期の定時株主総会の終結の時まで。
５．2025年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から2029年８月期の定時株主総会の終結の時まで。
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氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）

久保　能成 1959年７月25日生

1982年４月

1998年５月

1999年９月

2001年12月

2003年９月

2006年３月

三洋証券株式会社入社

アリコジャパン（現メットライフ生命

保険株式会社）入社

当社入社

千葉支社営業担当

本社営業事務担当

内部監査室長（現任）

1,600

６．当社は、法令に定める監査の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

②　社外役員の状況
　当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
　社外取締役田中康郎氏は、過去に会社経営に関与していませんが、司法分野での豊富な経験及び知見を生か
し、当社の企業経営の健全性、透明性及びコンプライアンスの向上に寄与していただけるものと判断し、社外
取締役として選任しております。また、田中康郎氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されてお
り、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に
指定し、同取引所に届け出ております。なお、田中康郎氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関
係、その他の利害関係はありません。
　常勤監査役色部文雄氏は、上場企業における長年の豊富な経験並びに監査室及び監査役の経験から、社外監
査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、
色部文雄氏は、当社とは取引関係のない東証プライム上場企業の出身者であるため、独立性が確保されてお
り、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に
指定し、同取引所に届け出ております。なお、色部文雄氏は本書提出日現在当社株式（23,400株）を保有して
おりますが、当社との間でこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　監査役小泉大輔氏は、公認会計士及び税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
いるので、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、小泉
大輔氏は、公認会計士としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがな
いと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。な
お、小泉大輔氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　監査役丸野登紀子氏は、弁護士の資格を持ち、法務に関する相当程度の知見を有しているので、法律専門家
としての客観的立場から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任してお
ります。また、丸野登紀子氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相
反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届
け出ております。なお、丸野登紀子氏と当社との間には、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありま
せん。
　社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針は、特に定めてお
りません。
　なお、当社は、2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役５名選任の件」及び「監査
役１名選任の件」としており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名
となります。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係

　社外取締役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会で独立の立場で発言を行うこととして
います。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、
内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
　社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行う
こととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社
外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握することで相互連携を図っております。ま
た、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について報告・説明を受けることによ
り、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
　常勤監査役は、監査役会で定めた監査計画等に従い、取締役会や定例会議等の重要な会議への出席や、重要
書類の閲覧、支社等への往査等を通じて、客観的・合理的な監査を実施しております。
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氏名 区分 開催回数 出席回数

色部　文雄 常勤監査役（社外） 14回 14回

小泉　大輔 非常勤監査役（社外） 14回 14回

丸野　登紀子 非常勤監査役（社外） 14回 14回

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

指定社員・業務執行社員 川村　啓文
三優監査法人

指定社員・業務執行社員 高島　知治

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

20,000 － 21,000 －

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況
　当社における監査役監査は常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名で構成され、全員が社外監査役
であります。監査役は、内部監査人と連携をとるとともに、各種会議への出席や各拠点の業務監査を通じ
て、経営の執行状況を直接チェック可能な体制をとっております。
　当社は独立的立場に立った会計、法務、経営、内部統制等に関する豊富な経験と専門的な見識を有する社
外監査役による助言を受け、経営の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役監査の実効性を高
めております。また、会計監査に資するために、会計監査人との連携を図っております。
　当事業年度において監査役会を14回（原則月１回）開催しており、個々の監査役の出席状況については次
のとおりであります。

　監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針、会社の業務・財産状況の調査方法、その他の監査役
の職務執行に関する事項の決定、取締役の職務の執行の監査、会計監査人監査の相当性の評価等でありま
す。
　なお当社は、2025年11月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の
件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き３名の監査役（うち３名は社外
監査役）で構成されることになります。

②　内部監査の状況
　内部監査につきましては、代表取締役直轄部門として内部監査室（人員１名）を設置しており、内部監査
規程に基づき業務監査を中心とする内部監査を代表取締役からの特命専権事項として実施しております。
　当社の内部監査はあらかじめ策定された内部監査計画に基づいて実施いたしますが、特に必要と認められ
る場合には、臨時に特別の内部監査を実施いたします。内部監査結果については内部監査実施報告書を作成
し、社長及び監査役会へ報告しており、重要な事項については社長及び監査役会に加え、取締役会に報告す
る体制となっております。また、被監査部門は改善指示書を通じて通知された回答を要する事項について遅
滞なく回答書を作成し、内部監査結果を業務改善に十分に反映することができる体制となっており、かつ、
内部監査室は改善指示に係る回答受領後、速やかにフォローアップ監査を実施しております。

③　会計監査の状況
　当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けておりま
す。なお、業務を執行した公認会計士は、下表のとおりであります。

　また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名及びその他６名であります。
　なお、当社と上記監査法人又は業務執行社員との間には利害関係はありません。
　上記監査法人の継続監査期間は、14年となります。

（注）　継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

④　監査法人の選定方針と理由
　会計監査人の選任、解任及び不再任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議して
おります。会計監査人の再任については、監査役会にて決議しております。

⑤　監査役及び監査役会による監査法人の評価
　当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、当社の会
計監査に対し適切にそして厳格にご対応いただいているものと判断しております。

⑥　監査公認会計士等に対する報酬の内容

⑦　監査公認会計士等と同一のネットワーク（BDO International）に対する報酬（⑥を除く）
　該当事項はありません。

⑧　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
　該当事項はありません。

⑨　監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑩　監査報酬の決定方針
　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容を確認し監査
役会の同意を得た上で決定しております。

⑪　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
　監査公認会計士等に対する監査報酬については、会計監査人から提出された監査計画の妥当性を検証のう
え、当該計画に示された監査時間等から監査報酬が合理的であると判断した上で、妥当であると判断し同意
いたしました。
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役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 退職慰労金 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く。）
41,070 41,070 － － － 4

監査役

（社外監査役を除く。）
－ － － － － －

社外役員 17,745 17,745 － － － 4

（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項

　当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定

方針について改定決議をしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役及び監査役の個人別の

報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された改定前の方

針と整合していることから、改定前の決定方針に沿うものであると判断しております。

イ．基本方針

　経営理念を実践し、従業員及びステークホルダーに対する企業価値の持続的向上を責務とし、任期であ

る1期ごとの成果及び中長期的な企業価値成長を促進する体系とします。

　各役員の役割や責任に鑑みた報酬の額とし、その決定については透明性と公平性を確保します。

　持続的な成長に必要な人材を確保できる報酬制度とします。

ロ．各役員に係る報酬体系

　各取締役の個人別の報酬は、各取締役の職務内容や成果、事業計画に対する会社業績、中長期的な企業

価値向上への貢献、時価総額向上への貢献等を勘案して決定します。

　監査役の報酬は、職責及び常勤か非常勤かを踏まえた形での月額の固定報酬とします。

ハ．報酬決定の手続

　取締役の報酬は株主総会で決議された報酬額の範囲内で決定されるものとします。

　各取締役の報酬額は以下の〈取締役報酬決定プロセス〉でその額を決定します。

〈取締役報酬決定プロセス〉

（１）代表取締役社長は、以下①②について取締役会で説明する責任を負う。なお①については、客観

的かつ信頼できるデータや役員報酬に知見のある専門家からの意見などを用いるものとする。

① 近時の上場会社、同一市場、同一規模（売上高、利益額等）を踏まえた報酬のトレンド

② 今年度の当社の役員報酬のポリシー

（２）代表取締役社長の説明を受けた後、取締役会は説明内容の合理性、妥当性について審議を行う。

（３）審議後、取締役会は代表取締役社長に各取締役の個別の役員報酬決定を一任する決議を行う。

（４）代表取締役社長は、個別の役員報酬原案について社外取締役に説明し、その意見を聴取した上で

個別の役員報酬を決定し、決定したことを取締役会に報告する。

　監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定します。

ニ．報酬水準

　会社の規模並びに業務執行の範囲及び責任の範囲を使用人と比較した上で妥当な水準とします。

②　役員の報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注）１．当事業年度末現在の人員は取締役４名、社外役員４名であります。

２．上表には2024年11月26日付で社外取締役から取締役に就任した１名の社外取締役在任期間分の総

額と員数については取締役に含めております。

ロ．役員ごとの報酬等の総額等

　報酬等の総額が１億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
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銘柄数

（銘柄）

貸借対照表計上額の

合計額（千円）

非上場株式 1 62,696

非上場株式以外の株式 - -

銘柄数

（銘柄）

株式数の増加に係る取得

価額の合計額（千円）
株式数の増加の理由

非上場株式 1 62,696

方針①に基づくもの。

資本参加を含む業務提携契約を

締結したため。

非上場株式以外の株式 - - -

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を「保有目的が

純投資目的である投資株式」、政策保有株式を「保有目的が純投資目的以外の投資株式」としており、政策
保有株式の投資類型を以下のように定めております。

②当社の株式保有状況は以下のとおりです。
a.保有目的が純投資目的である投資株式

保有はありません。

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検

証の内容

当社は成長戦略「Strategic Plan」において地域共創プラットフォームを推進しております。これ
は、当社の上場株式と、地域が守りたい非上場の地元優良企業の株式を交換することにより、地元優良
企業は当社グループメンバーとして信用力や、資金調達力、人材ネットワークを生かすことが可能とな
り、後継者問題・相続問題といった典型的な地域の中小企業が抱える深刻な課題を解決することの一助
となるものであります。その戦略において当社が政策的に株式を保有することは不可欠であります。

また、当社の現在のステージ、規模感を考えたときには「業務提携」「資本提携」「M＆A」は当社が
成長するための経営戦略の一つであり、他社株式を保有することが有力な手段となり、新たなビジネス
チャンスを得ること、シナジー効果を創出することに繋がります。

当社の政策保有株式は、いわゆるコーポレートガバナンス・コードが想定し、縮減を要請している企
業間の株式の持ち合いや、安定株主づくりとしての政策保有という意味あいのとは根本的に異なるもの
であり、当社の経営戦略の一つ、当社にしかできない地域創生政策の一つであります。なお、当社が株
式を保有する方針は二つのいずれかに該当するものとします。

（政策保有方針）

株式に関する保有・譲渡に関する意思決定は、資本コストを意識したうえで、株主共同利益を損なわ

ないことを前提とし、起案者に説明責任を充足させるためにすべて取締役会にて決議いたします。

方針①　将来のビジネスチャンス、シナジー効果の醸成・深化に向けて布石を打つことを目的とするも

の。また地域創生政策の一つとしてのM＆A戦略を行うもの。

方針②　当社の既存事業とは一線を画し将来のイノベーションの探索を目的とするもの。

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

　　（注）「－」は当該銘柄を保有していないことを示しております。

　（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

　　（注）「－」は当該銘柄を保有していないことを示しております。

　（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

　該当事項はありません。

みなし保有株式

　該当事項はありません。

c.当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

d.当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に
変更したもの

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号）に基づいて

作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2024年９月１日から2025年８月31日ま

で）の財務諸表について、三優監査法人により監査を受けております。

３．連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、的確に対応できる体制を整備するために、経理部を中心として、会計監査人との緊密な連携や各種の情

報提供、各種団体の主催する研修セミナーなどへの参加、また、専門書及び月刊・週刊で発行される出版物の購読等

を行っております。
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（単位：千円）

前事業年度
(2024年８月31日)

当事業年度
(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 772,176 640,083

売掛金 249,388 346,892

配布品 － 563

仕掛品 14,600 13,954

貯蔵品 1,203 689

前払費用 25,389 38,437

その他 895 62

貸倒引当金 △2,893 △2,490

流動資産合計 1,060,761 1,038,193

固定資産

有形固定資産

建物 27,134 ※１ 370,389

構築物 － ※１ 0

機械及び装置 2,578 1,066

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 12,493 22,404

土地 － ※１ 667,526

有形固定資産合計 ※２ 42,206 ※２ 1,061,385

無形固定資産

ソフトウエア 43,625 44,643

ソフトウエア仮勘定 18,260 3,080

その他 229 1,172

無形固定資産 62,114 48,895

投資その他の資産

投資有価証券 － 62,696

敷金及び保証金 63,200 66,416

繰延税金資産 15,314 18,996

その他 4,804 3,780

貸倒引当金 △1,801 △869

投資その他の資産合計 81,517 151,019

固定資産合計 185,837 1,261,300

資産合計 1,246,599 2,299,493

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
(2024年８月31日)

当事業年度
(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 96,121 147,157

短期借入金 200,000 205,835

１年内返済予定の長期借入金 75,818 ※１ 80,784

未払金 199,306 196,986

未払費用 23,808 7,115

前受金 7,201 5,083

未払法人税等 9,830 17,840

その他 54,191 58,365

流動負債合計 666,278 719,168

固定負債

長期借入金 90,060 ※１ 728,494

退職給付引当金 165,944 170,907

資産除去債務 22,044 22,110

その他 － 5,580

固定負債合計 278,049 927,091

負債合計 944,327 1,646,260

純資産の部

株主資本

資本金 360,008 511,720

資本剰余金

資本準備金 290,008 441,720

資本剰余金合計 290,008 441,720

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △347,004 △305,667

利益剰余金合計 △347,004 △305,667

自己株式 △806 △827

株主資本合計 302,205 646,946

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 5,722

評価・換算差額等合計 － 5,722

新株予約権 66 565

純資産合計 302,271 653,233

負債純資産合計 1,246,599 2,299,493
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（単位：千円）

 前事業年度
(自　2023年９月１日
　至　2024年８月31日)

 当事業年度
(自　2024年９月１日
　至　2025年８月31日)

売上高 ※１ 2,977,195 ※１ 3,153,453

売上原価 849,037 912,355

売上総利益 2,128,158 2,241,098

販売費及び一般管理費 ※２ 2,093,851 ※２ 2,195,399

営業利益 34,307 45,698

営業外収益

受取利息 18 111

受取配当金 － 1,129

有価証券売却益 － 16,104

物品売却益 346 344

その他 42 1,459

営業外収益合計 407 19,149

営業外費用

支払利息 1,824 5,204

支払保証料 1,179 1,196

新株予約権発行費 14,722 5,313

その他 0 353

営業外費用合計 17,726 12,067

経常利益 16,988 52,779

特別損失

減損損失 － ※３ 6,841

役員退職慰労金 ※４ 15,240 －

特別損失合計 15,240 6,841

税引前当期純利益 1,748 45,938

法人税、住民税及び事業税 2,646 10,789

法人税等調整額 △4,374 △6,187

法人税等合計 △1,727 4,601

当期純利益 3,476 41,336

②【損益計算書】
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前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

区分 注記番号 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

Ⅰ　商品 4,610 0.5 12,370 1.4

Ⅱ　労務費 253,942 29.9 213,602 23.4

Ⅲ　経費 ※ 590,484 69.6 686,381 75.2

売上原価 849,037 100.0 912,355 100.0

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

（原価計算の方法）

実際個別原価計算を採用しております。

（原価計算の方法）

同左

外注費 527,518千円

※　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

　
外注費 623,407千円

※　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

　

【売上原価明細書】
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（単位：千円）

株主資本

新株予約権
純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 287,703 217,703 217,703 △350,480 △350,480 △739 154,185 66 154,252

当期変動額

新株の発行 72,305 72,305 72,305 － － － 144,610 － 144,610

当期純利益 － － － 3,476 3,476 － 3,476 － 3,476

自己株式の取得 － － － － － △66 △66 － △66

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

－ － － － － － － － －

当期変動額合計 72,305 72,305 72,305 3,476 3,476 △66 148,019 － 148,019

当期末残高 360,008 290,008 290,008 △347,004 △347,004 △806 302,205 66 302,271

（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権
純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等

合計資本準備金
資本

剰余金
合計

その他利
益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

当期首残高 360,008 290,008 290,008 △347,004 △347,004 △806 302,205 － － 66 302,271

当期変動額

新株の発行 151,712 151,712 151,712 － － － 303,425 － － － 303,425

当期純利益 － － － 41,336 41,336 － 41,336 － － － 41,336

自己株式の
取得

－ － － － － △20 △20 － － － △20

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（純額）

－ － － － － － － 5,722 5,722 498 6,220

当期変動額
合計

151,712 151,712 151,712 41,336 41,336 △20 344,741 5,722 5,722 498 350,962

当期末残高 511,720 441,720 441,720 △305,667 △305,667 △827 646,946 5,722 5,722 565 653,233

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）
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（単位：千円）

 前事業年度
(自　2023年９月１日
　至　2024年８月31日)

 当事業年度
(自　2024年９月１日
　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,748 45,938

減価償却費 28,556 35,327

貸倒引当金の増減額（△は減少） 126 △1,334

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,513 4,962

減損損失 － 6,841

役員退職慰労金 15,240 －

新株予約権発行費 14,722 5,313

受取利息及び受取配当金 △18 △1,240

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △16,104

支払利息 1,824 5,204

売上債権の増減額（△は増加） △21,258 △96,478

棚卸資産の増減額（△は増加） 8,850 596

仕入債務の増減額（△は減少） 271 51,035

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,706 △18,085

未払金の増減額（△は減少） 35,098 2,018

その他 22,986 △4,309

小計 143,368 19,684

利息及び配当金の受取額 18 1,240

利息の支払額 △1,824 △5,204

法人税等の支払額 △817 △3,892

法人税等の還付額 2,362 －

役員退職慰労金の支払額 △15,240 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,867 11,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △200,000 －

定期預金の払戻による収入 200,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △18,456 △1,043,087

無形固定資産の取得による支出 △32,642 △10,702

投資有価証券の取得による支出 － △233,627

投資有価証券の売却による収入 － 195,264

敷金及び保証金の差入による支出 △4,818 △58

敷金及び保証金の回収による収入 96 213

資産除去債務の履行による支出 △3,873 －

その他 162 275

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,531 △891,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 210,000

短期借入金の返済による支出 － △204,165

長期借入れによる収入 － 726,000

長期借入金の返済による支出 △100,852 △82,599

新株予約権の行使による収入 130,547 298,087

その他 18 479

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,713 947,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,049 67,907

現金及び現金同等物の期首残高 474,126 572,176

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 572,176 ※ 640,083

④【キャッシュ・フロー計算書】
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建物

機械及び装置

３～46年

２～10年

工具、器具及び備品 ２～15年

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1）配布品及び仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によっ

ております。

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）によってお

ります。

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。ま

た、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

(2）無形固定資産

　ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法を用いた簡便法を適用しております。

５．収益及び費用の計上基準

　当社は、新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業を主要な事業としています。

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　当社は、新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業に関しては、顧客からの受注に基づき制作した広告又は

顧客から納品されたチラシを、当社発行のフリーペーパー「ちいき新聞」に掲載又は折込し、配布する履行

義務を負っていることから、「ちいき新聞」の発行スケジュールに則り、配布が完了した時点で収益を認識

しております。

　なお、一部の取引のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の

総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。
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（単位：千円）

繰延税金資産 15,314

（単位：千円）

繰延税金資産 18,996

（重要な会計上の見積り）

　　　　　前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

(1）繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積り

①当事業年度の財務諸表に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産については、課税所得の金額等を見積り、当事業年度における将来減算一時差異のうち回収

可能と判断した額を計上しております。

　翌事業年度の課税所得の発生見込及び将来減算一時差異の解消見込みについては、取締役会で承認された

業績予想を基礎としております。

　当該業績予想については、過去実績や市場動向等の外部環境を踏まえ、当社が利用可能な情報に基づいて

作成しており、新聞等発行事業の「ちいき新聞」の顧客単価の向上、折込チラシ配布事業の価格改定、新聞

等発行事業の求人情報誌「Happiness」の増益、その他事業の新規事業の増益を主要な仮定としておりま

す。当該業績予想は、将来の不確実な経済条件の変動などの影響を受ける可能性があり、実際に発生した課

税所得の発生時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表における繰延税金資産の金額に

重要な影響を与える可能性があります。

　　　　　当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）

(1）繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積り

①当事業年度の財務諸表に計上した金額

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産については、翌事業年度の課税所得の金額等を見積り、当事業年度における将来減算一時差

異のうち回収可能と判断した額を計上しております。

　当該見積りについては、過去実績や市場動向等の外部環境を踏まえ、当社が利用可能な情報に基づいて作

成しており、新聞等発行事業の「ちいき新聞」及び折込チラシ配布事業の売上件数及び売上件数当たりの販

売単価を主要な仮定としております。なお当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などの影響を受け

る可能性があり、実際に発生した課税所得の発生時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務

諸表における繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準

委員会）等

１．概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の
全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準
を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号「リース」の単一の会計処理モデルを基礎とす
るものの、IFRS第16号「リース」の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れること
により、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号「リース」の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修
正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号「リース」と同様に、リ
ースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースにつ
いて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用
されます。

２．適用予定日
　2028年８月期の期首から適用します。

３．当該会計基準等の適用による影響
　「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。

（表示方法の変更）

　該当事項はありません。
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前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

建物 － 350,896千円

構築物 － 0千円

土地 － 417,249千円

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

１年内返済予定の長期借入金 － 16,468千円

長期借入金 － 603,084千円

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 135,445千円 152,725千円

（貸借対照表関係）

※１．担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　　　担保付債務は、次のとおりであります。

※２．有形固定資産の減価償却累計額

　前事業年度

（自　2023年９月１日

　　至　2024年８月31日）

　当事業年度

（自　2024年９月１日

　　至　2025年８月31日）

配布業務委託料 765,849千円 770,123千円

貸倒引当金繰入額（△は戻入額） 220千円 △574千円

役員報酬 52,012千円 58,815千円

給与手当 652,327千円 678,771千円

退職給付費用 13,935千円 14,715千円

減価償却費 15,516千円 18,866千円

前事業年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

販売費 60.6％ 58.4％

一般管理費 39.4％ 41.6％

（損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりませ

ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１.顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報」に記載しております。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

　販売費と一般管理費のおおよその割合は、以下のとおりであります。
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用途・場所 種類 減損損失（千円）

事業用資産

（ちいつな八千代高津教室、千葉県八千代市）

建物・工具器具備品・

その他無形固定資産
6,216

事業用資産

（ちいきカルチャー公津の杜教室、千葉県成田市）
建物 624

※３．減損損失

前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）

　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は減損損失を認識するに当たり、本社及び各支社の事業部門をキャッシュ・フローを生み出す最

小単位とし、将来の使用が見込まれない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングしておりま

す。

　ちいつな八千代高津教室、ちいきカルチャー公津の杜教室については、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスであるため、該当する資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上いたしました。なお、当社資産グループの回収可能価額は使用価値により測定

しており、将来キャッシュ・フローがマイナスのため使用価値はゼロとして算定しております。

※４．役員退職慰労金

前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　当社は2024年６月28日開催の臨時株主総会において、退任した取締役１名に退職慰労金を贈呈する

ことを決議し、支給額15,240千円を特別損失に計上しております。

当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）

　該当事項はありません。

株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末

株式数

普通株式 2,159,286株 510,990株 － 2,670,276株

株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末

株式数

普通株式 633株 126株 － 759株

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年

度末残高

(千円)

当事業

年度期首

当事業

年度増加

当事業

年度減少

当事業

年度末

提出会社 第６回新株予約権 普通株式 66,600 － － 66,600 66

提出会社 第７回新株予約権 普通株式 － 2,158,527 510,990 1,647,537 －

合計 － 66,600 2,158,527 510,990 1,714,137 66

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

（変動事由の概要）
普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

第７回新株予約権の権利行使による増加　510,990株

(2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動事由の概要）
普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　126株

２．新株予約権に関する事項

（変動事由の概要）
　第７回新株予約権の増加は発行によるものであり、減少は権利行使によるものであります。
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株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末

株式数

普通株式 2,670,276株 1,071,638株 － 3,741,914株

株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度増加

株式数
当事業年度減少

株式数
当事業年度末

株式数

普通株式 759株 61株 － 820株

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年

度末残高

(千円)

当事業

年度期首

当事業

年度増加

当事業

年度減少

当事業

年度末

提出会社 第6回新株予約権 普通株式 66,600 － － 66,600 66

提出会社 第7回新株予約権 普通株式 1,647,537 － 1,647,537 － －

提出会社 第8回新株予約権 普通株式 － 120,000 － 120,000 120

提出会社 第9回新株予約権 普通株式 － 380,000 1,500 378,500 378

合計 － 1,714,137 500,000 1,649,037 565,100 565

３．配当に関する事項
(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）

　2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、下記の事項は当該株式分割

前の株式数を基準としております。

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

（変動事由の概要）
普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

第７回新株予約権の権利行使による増加　1,070,138株
第９回新株予約権の権利行使による増加　　　1,500株

(2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動事由の概要）
普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　61株

２．新株予約権に関する事項

（変動事由の概要）
　第７回新株予約権の減少は権利行使及び権利行使期間終了によるものであります。
　第８回新株予約権の増加は発行によるものであります。
　第９回新株予約権の増加は発行によるものであり、減少は権利行使によるものであります。

３．配当に関する事項
(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
　該当事項はありません。

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

現金及び預金勘定 772,176千円 640,083千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △200,000千円 －

現金及び現金同等物 572,176千円 640,083千円

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（リース取引関係）

該当事項はありません。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

敷金及び保証金 63,200 60,702 △2,497

　資産計 63,200 60,702 △2,497

長期借入金（※２） 165,878 164,969 △908

　負債計 165,878 164,969 △908

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 62,696 62,696 －

敷金及び保証金 66,416 62,294 △4,122

　資産計 129,112 124,990 △4,122

長期借入金（※２） 809,278 809,209 △69

　負債計 809,278 809,209 △69

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針

　当社は、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。また、一時的な余剰資金は主に流動性の
高い金融資産で運用しております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は債務者の信用リスクに晒されております。
　敷金及び保証金は、本社等の不動産賃貸契約に基づく敷金及び取引先との契約に基づく営業保証金であ
り、貸主及び取引先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。
　借入金は、運転資金及び設備投資の資金の調達を目的としたものであり、一部の借入金については金利
変動リスクに晒されております。
　投資有価証券は、発行体の信用リスクに晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、与信管理規程等に従い、売掛金について債務者の状況をモニタリングし、債務者ごとに期日及
び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。
②　市場リスク（金利の変動リスク）の管理
　当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利の変動状況を継続的に把握し、複
数の金融機関と取引することで、支払金利の抑制に努めております。
③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ
スクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2024年８月31日）

（※）１．現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、記載を省略しております。

２．１年内返済予定の長期借入金を長期借入金に含めて表示しております。

当事業年度（2025年８月31日）

（※）１．現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、記載を省略しております。

２．１年内返済予定の長期借入金を長期借入金に含めて表示しております。
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１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 772,176 － － －

売掛金 249,388 － － －

敷金及び保証金 － 38,824 24,375 －

合計 1,021,564 38,824 24,375 －

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 640,083 － － －

売掛金 346,892 － － －

敷金及び保証金 5,854 36,401 24,161 －

合計 992,829 36,401 24,161 －

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 75,818 43,316 39,984 6,760 － －

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 80,784 77,642 44,265 36,041 35,258 535,286

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定

前事業年度（2024年８月31日）

当事業年度（2025年８月31日）

（注）２．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度（2024年８月31日）

当事業年度（2025年８月31日）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　その他 － － 62,696 62,696

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 60,702 － 60,702
　資産計 － 60,702 － 60,702
長期借入金 － 164,969 － 164,969
　負債計 － 164,969 － 164,969

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 62,294 － 62,294
　資産計 － 62,294 － 62,294
長期借入金 － 809,209 － 809,209
　負債計 － 809,209 － 809,209

投資有価証券（千円）

期首残高 －

当期の損益又は評価・換算差額等

　損益に計上 －

　その他有価証券評価差額金 8,227

購入、売却、発行及び決済の純額 54,468

レベル３の時価への振替 －

レベル３の時価からの振替 －

期末残高 62,696

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において
保有する金融商品の評価損益

－

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の三つのレベルに分類し
ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年８月31日）
　該当事項はありません。

当事業年度（2025年８月31日）

②　時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年８月31日）

当事業年度（2025年８月31日）

（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　投資有価証券は、Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権であり、独立した第三者の評価専門家がオプション価格法（ＯＰ
Ｍ法）を用いて公正価値を測定しており、レベル３に分類しております。
敷金及び保証金
　契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを国債の利回りなど観察可能なインプットを用いて割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金（１年内返済予定のものを含む。）
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

　　　２．時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
①重要な観察できないインプットに関する定量的情報
　Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権であり、独立した第三者の評価専門家がオプション価格法（ＯＰＭ法）を用いて公
正価値を測定しているため、記載しておりません。
②期首残高から当期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

③時価の評価プロセスの説明
　独立した第三者の評価専門家がオプション価格法（ＯＰＭ法）を用いて公正価値を測定しております。
④重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
　Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権であり、独立した第三者の評価専門家がオプション価格法（ＯＰＭ法）を用いて公
正価値を測定しているため、記載しておりません。
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種類 貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1)株式 － － －

(2)債券

　①国債・地方債等 － － －

　②社債 － － －

　③その他 － － －

(3)その他 62,696 54,468 8,227

小計 62,696 54,468 8,227

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

　①国債・地方債等 － － －

　②社債 － － －

　③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 62,696 54,468 8,227

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

(1)株式 195,264 16,104 －

(2)債券

　①国債・地方債等 － － －

　②社債 － － －

　③その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 195,264 16,104 －

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（2024年８月31日）
　該当事項はありません。

当事業年度（2025年８月31日）

２．売却したその他有価証券

前事業年度（2024年８月31日）
　該当事項はありません。

当事業年度（2025年８月31日）

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

退職給付引当金の期首残高 160,431千円 165,944千円

退職給付費用 18,381千円 19,319千円

退職給付の支払額 △12,867千円 △14,357千円

退職給付引当金の期末残高 165,944千円 170,907千円

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しており、退職給付として、

給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法によ

り退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
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前事業年度
（2024年８月31日）

当事業年度
（2025年８月31日）

非積立型制度の退職給付債務 165,944千円 170,907千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 165,944千円 170,907千円

退職給付引当金 165,944千円 170,907千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 165,944千円 170,907千円

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度　18,381千円　当事業年度　19,319千円

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(3）退職給付費用

前事業年度
（2024年８月31日）

当事業年度
（2025年８月31日）

繰延税金資産

賞与引当金繰入額否認 4,843千円 456千円

未払法定福利費否認 761千円 71千円

未払事業税 2,188千円 2,950千円

税務上の繰越欠損金（注） 299,968千円 290,327千円

貸倒引当金繰入額否認 1,429千円 1,023千円

退職給付引当金否認 50,545千円 52,057千円

減損損失否認 1,440千円 2,969千円

減価償却費否認 14千円 －

資産除去債務 6,714千円 6,734千円

その他 － 5,811千円

繰延税金資産小計 367,908千円 362,402千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △295,170千円 △282,497千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △55,508千円 △56,908千円

評価性引当額小計 △350,678千円 △339,406千円

繰延税金資産合計 17,229千円 22,996千円

 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 － 2,505千円

資産除去費用 1,915千円 1,494千円

繰延税金負債合計 1,915千円 4,000千円

繰延税金資産純額（△は負債） 15,314千円 18,996千円

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠

損金（※）
－ － － － 6,033 293,935 299,968

評価性引当額 － － － － △1,235 △293,935 △295,170

繰延税金資産 － － － － 4,798 － 4,798

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

　前事業年度（2024年８月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠

損金（※）
－ － － － 61,090 229,236 290,327

評価性引当額 － － － － △53,260 △229,236 △282,497

繰延税金資産 － － － － 7,830 － 7,830

前事業年度

（2024年８月31日）

当事業年度

（2025年８月31日）

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

交際費等永久に損益に算入されない項目 11.3％ 3.7％

住民税均等割額 85.2％ 3.2％

税額控除等 △20.6％ △1.6％

評価性引当額の増減 △217.4％ △24.5％

その他 12.2％ △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △98.8％ 10.0％

　当事業年度（2025年８月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

期首残高 19,320千円 22,044千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 5,173千円 －

時の経過による調整額 29千円 65千円

資産除去債務の履行による減少額 △2,479千円 －

期末残高 22,044千円 22,110千円

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1）当該資産除去債務の概要
　　不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2）当該資産除去債務の金額の算定方法
　　使用見込期間を取得から３～15年と見積り、割引率は0.000％～1.173％を使用して資産除去債務の金額
を計算しております。

(3）当該資産除去債務の総額の増減
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前事業年度 当事業年度

（自　2023年９月１日 （自　2024年９月１日

　　至　2024年８月31日） 　　至　2025年８月31日）

貸借対照表計上額

期首残高　（千円） － －

期中増減額（千円） － 1,018,423

期末残高　（千円） － 1,018,423

期末時価（千円） － 968,000

前事業年度 当事業年度

（自　2023年９月１日 （自　2024年９月１日

　　至　2024年８月31日） 　　至　2025年８月31日）

賃貸収益（千円） － 11,405

賃貸費用（千円） － 5,682

差額　　（千円） － 5,723

その他（売却損益等）（千円） － －

（賃貸等不動産関係)

１．賃貸等不動産の概要

　当社は、千葉県において、賃貸用のマンション（土地を含む。）及び賃貸用の土地を有しております。

２．賃貸不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定

方法

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

　　　２．当事業年度の増減額のうち、主な増加額は不動産取得1,021,672千円であり、主な減少額は減価償却費3,249千

円であります。

　　　３．当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による調査報告書に基づく金額であります。

３．賃貸不動産に関する損益

（注）１．賃貸費用は賃貸収益に対応する費用である減価償却費及び賃貸原価（管理委託費用）であります。

　　　２．賃貸収益は「売上高」に、賃貸費用は「売上原価」に計上しております。

前事業年度

（2024年８月31日）

当事業年度

（2025年８月31日）

新聞等発行売上 1,264,078千円 1,268,241千円

折込チラシ配布売上 1,229,565千円 1,291,804千円

販売促進総合支援売上 331,922千円 405,733千円

その他 151,629千円 176,268千円

顧客との契約から生じる収益 2,977,195千円 3,142,048千円

その他の収益 － 11,405千円

外部顧客への売上高 2,977,195千円 3,153,453千円

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB事業、カルチャー事業等を含ん
でおります。

　　　２．「その他の収益」の区分は報告セグメントの「不動産事業」であります。
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顧客との契約から生じた債権（期首残高） 229,414千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 249,388千円

契約負債（期首残高） 10,897千円

契約負債（期末残高） 7,201千円

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 249,388千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 346,892千円

契約負債（期首残高） 7,201千円

契約負債（期末残高） 5,083千円

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項　（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい
て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1)契約負債の残高等
前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

　契約負債は、主に広告掲載前に顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取
り崩されます。当事業年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、10,897千円であり
ます。

当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）

　契約負債は、主に広告掲載前に顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取
り崩されます。当事業年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、7,201千円であり
ます。

(2)残存履行義務に配分した取引価格
　当社では、当初に予定される顧客との契約期間が１年以内であるため実務上の簡便法を適用し、記載を省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（単位：千円）

報告セグメント その他の
事業

（注）１

調整額
（注）２

合計
（注）３

広告関連
事業

不動産事業 計

売上高
外部顧客への売上高 2,965,779 11,405 2,977,185 176,268 － 3,153,453
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 2,965,779 11,405 2,977,185 176,268 － 3,153,453

セグメント利益又は
損失（△）

481,505 5,723 487,229 △27,348 △414,181 45,698

セグメント資産 446,728 1,018,523 1,465,251 47,240 787,001 2,299,493

その他の項目
減価償却費 13,339 3,249 16,588 8,391 10,347 35,327
減損損失 － － － 6,841 － 6,841

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　なお、当社は、当事業年度よりセグメントの区分を変更しております。当事業年度に不動産を取得したこ
とに伴い、新たなセグメントとして「不動産事業」を追加いたしました。この変更により、当社の報告セグ
メントを、「広告関連事業」、「不動産事業」の２セグメントとしております。
　「広告関連事業」は、主にフリーペーパーの発行による広告収入、「不動産事業」は主に賃貸不動産の賃
料収入、「その他の事業」は主にWEB広告の受託による収入となっております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表作成において採用している会計処理の方法
と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）
　当社は、広告関連事業以外は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）

（注）１．「その他の事業」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、WEB事業、カルチャ
ー事業等を含んでおります。

　　　２．調整額は、以下のとおりであります。
　　　（1)セグメント利益の調整額は報告セグメントに配分していない全社費用の金額であり、主に報告セグメント

に帰属しない管理部門等に係る費用であります。
　　　（2)セグメント資産の調整額は報告セグメントに配分していない全社資産の金額であり、主に報告セグメント

に帰属しない管理部門等に係る資産であります。
　　　３．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(単位：千円)

広告関連事業 不動産事業 その他の事業 調整額 合計

外部顧客への売上高 2,965,779 11,405 176,268 － 3,153,453

【関連情報】
　前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）

１．製品及びサービスごとの情報
広告関連事業以外は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報
（1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

（2)有形固定資産
本邦以外に有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報
　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略
しております。

　当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）
１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報
（1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

（2)有形固定資産
本邦以外に有形固定資産がないため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報
　外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高10％以上を占める相手先がいないため、記載を省略
しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
　前事業年度（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）
　　該当事項はありません。

　当事業年度（自　2024年９月１日　至　2025年８月31日）
　　「第５　経理の状況　１　財務諸表等　（1）財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　３．報告セグ

メントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」に記載のとおりであり
ます。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
　該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引
前事業年度（自  2023年９月１日  至  2024年８月31日）
　該当事項はありません。

当事業年度（自  2024年９月１日  至  2025年８月31日）
　該当事項はありません。
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前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

１株当たり純資産額 56.60円 87.22円

１株当たり当期純利益 0.77円 5.52円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 0.75円 5.46円

前事業年度
（自　2023年９月１日

　　至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

　　至　2025年８月31日）

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 3,476 41,336

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,476 41,336

普通株式の期中平均株式数（株） 4,465,478 7,479,708

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

普通株式増加数（株） 157,596 88,547

（うち新株予約権（株）） （157,596） （88,547）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

－ －

前事業年度
（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度
（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

純資産の部の合計額（千円） 302,271 653,233

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 66 565

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 302,205 652,668

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数（株）

5,339,034 7,482,188

（１株当たり情報）

（注）１．当社は、2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益を算定しております。

　　　２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま
す。

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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株式分割前の発行済株式総数 　3,746,414株

今回の分割により増加する株式数 　3,746,414株

株式分割後の発行済株式総数 　7,492,828株

株式分割後の発行可能株式総数  16,000,000株

取締役会決議日 2025年10月10日

基準日設定公告日 2025年10月10日電子公告による公告を実施

基準日 2025年10月31日

効力発生日 2025年11月１日

現行定款 変更案

(発行可能株式総数)

第６条　当会社の発行可能株式総数は、

8,000,000株とする。

(発行可能株式総数)

第６条　当会社の発行可能株式総数は、

16,000,000株とする。

取締役会決議日 調整前行使価額 調整後行使価額

第６回新株予約権 2022年11月24日 372円 186円

第８回新株予約権 2024年10月17日 367円 184円

第９回新株予約権 2024年10月17日 383円 192円

第10回新株予約権 2025年９月５日 801円 401円

（重要な後発事象）

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）
　当社は、2025年10月10日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議し、
2025年11月１日に分割いたしました。
(1)株式分割の目的
　本株式分割は、当社株式の流動性向上を図ることを主な目的として実施するものです。あわせて、株式分割により
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、より多くの投資家の皆様に投資しやすい環境を整え、投資家
層の一層の拡大を目指すものです。

(2)株式分割の方法
　2025年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主様の所有する普通株式を、１株に
つき２株の割合をもって分割いたしました。

(3)株式分割により増加する株式数

(4)株式分割の日程

(5)定款の一部変更について
　今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年11月１日をもって、当社定款第６条に定め
る発行可能株式総数を変更いたしました。
　①定款変更の内容

（下線は変更箇所を示しております。）

　②定款変更の日程
　効力発生日　2025年11月１日

(6)１株当たり情報に及ぼす影響
　詳細につきましては、「第５経理の状況　１財務諸表等　(１)財務諸表　注記事項　(１株当たり情報)」をご参照
ください。

(7)その他

　①資本金の額の変更

　　今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

　②新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たり行使価額を2025年11月１日以降、以下のとおり調整

いたします。
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（重要な資産の担保提供）
　当社は、2025年10月31日付で、株式会社三井住友銀行と根抵当設定契約証書を締結しました。
(1)担保提供理由
　株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約書に基づき担保を提供するものであります。

(2)担保提供開始
　2025年10月31日

(3)担保提供資産
　土地250百万円を担保に供しております。

（資本金及び資本準備金の額の減少）
　当社は、2025年10月17日開催の取締役会において、2025年11月30日開催予定の第41期定時株主総会に、下記のとお
り資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議いたしました。

(1)減資の目的

　当社は、早期の復配等を可能とすべく、当事業年度末において生じている繰越欠損を解消して財務体質の健全化を

図るとともに、今後の資本政策における機動性及び柔軟性を確保することを目的として、会社法第447条第１項及び

同法第448条第１項に基づき、資本金及び資本準備金の一部を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替える

ことにつき、ご承認をお願いするものであります。さらに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を

繰越利益剰余金に振り替える予定です。

　また、資本金の額を金10,000,000円とすることは、税制等のメリットの享受等により、当社の企業価値向上に資す

ることになります。

　なお、本件は貸借対照表上の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産額そのものは変動しませ

ん。そのため、何ら財務体質を悪化させるものではなく、また、払戻しを伴わない無償減資であり、発行済株式総数

に変更はないため、株主の皆さまの所有株式数や１株当たり純資産額等に影響は生じません。

(2)減資の要領
①減少する資本金及び資本準備金の額等
　2025年８月31日現在の資本金511,720,720円のうち501,720,720円を減少し、資本金を金10,000,000円といたしま
す。減少額は全額をその他資本剰余金に振り替えます。ただし、効力発生日までに新株予約権が行使された場合に
は、その発行により増加する資本金と同額をあわせて減少し、最終的な資本金の額を金10,000,000円といたしま
す。資本金の額の減少が効力を生じる日は2026年１月30日を予定しております。
　2025年８月31日現在の資本準備金441,720,716円のうち439,220,716円を減少し、資本準備金を金2,500,000円とい
たします。減少額は全額をその他資本剰余金に振り替えます。ただし、効力発生日までに新株予約権が行使された
場合には、その発行により増加する資本準備金と同額をあわせて減少し、最終的な資本準備金の額を金2,500,000円
といたします。資本準備金の額の減少が効力を生じる日は2026年１月30日を予定しております。
②剰余金の処分の内容（ご参考）
　会社法第452条、第459条第1項第3号及び第460条第1項並びに当社現行定款第33条に基づき、2025年10月17日開催
の取締役会決議により、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、その他資本剰
余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当することを決定いたしております。これによ
り、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。
a．減少する剰余金の項目及びその額
　　その他資本剰余金305,667,926円
b．増加する剰余金の項目及びその額
　　繰越利益剰余金305,667,926円
c．効力発生日（予定）
　　2026年１月30日

(3)減資の日程（予定）

①取締役会決議日　　　　　　2025年10月17日

②定時株主総会決議日　　　　2025年11月30日（予定）

③減資の効力発生日　　　　　2026年１月30日（予定）

(4)今後の見通し

　本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はなく、当

社の業績に与える影響はありません。なお、本件につきましては、2025年11月30日開催予定の第41期定時株主総会に

おいて承認可決されることを条件としております。
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資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高

（千円）

有形固定資産

建物 84,547 355,603
6,097

(6,097)
434,053 63,664 6,251 370,389

構築物 － 0 － 0 － － 0

機械及び装置 22,944 － － 22,944 21,878 1,512 1,066

車両運搬具 2,633 － － 2,633 2,633 － 0

工具、器具及び備品 67,526 19,957
530

（530)
86,952 64,548 9,516 22,404

土地 － 667,526 － 667,526 － － 667,526

有形固定資産計 177,651 1,043,087
6,628

（6,628)
1,214,111 152,725 17,279 1,061,385

無形固定資産

ソフトウエア 90,380 19,050 3,436 105,994 61,351 18,032 44,643

ソフトウエア仮勘定 18,260 3,080 18,260 3,080 － － 3,080

その他 237 1,172
213

（213)
1,196 23 15 1,172

無形固定資産計 108,877 23,302
21,909

（213)
110,270 61,375 18,048 48,895

長期前払費用 2,830 1,460 1,459 2,830 － － 2,830

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（注）１．当期増減額において主要な資産は次のとおりであります。

　　　　増加額

　建物　　　　　収益不動産の取得　　　　354,146千円

　土地　　　　　収益不動産の取得　　　　667,526千円

　ソフトウエア　基幹システムリプレイス　 17,350千円

２．「当期減少額」欄の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。
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区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 200,000 205,835 1.10 －

１年以内に返済予定の長期借入金 75,818 80,784 0.95 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 90,060 728,494 1.12
2026年

～2057年

合計 365,878 1,015,113 － －

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 77,642 44,265 36,041 35,258 535,286

【借入金等明細表】

（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

あります。

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 4,694 2,626 760 3,201 3,359

【引当金明細表】

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資

産除去債務明細表の記載を省略しております。

区分 金額（千円）

現金 1,487

預金

当座預金 1,313

普通預金 637,282

小計 638,595

合計 640,083

相手先 金額（千円）

マネーフォワードケッサイ 株式会社 126,862

株式会社 神戸物産 28,645

株式会社 先制医療推進機構 18,700

株式会社 IZA 12,841

株式会社 サンフジ企画 10,966

その他 148,875

合計 346,892

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

ロ．売掛金

(イ）相手先別内訳
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当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

　

(A) ＋ (D)

２

(B)

365
　

249,388 3,567,635 3,470,131 346,892 90.91 31

品目 金額（千円）

発行媒体印刷代 563

合計 563

品目 金額（千円）

編集・制作部　労務費 6,921

新聞広告制作外注費用 318

その他 6,714

合計 13,954

品目 金額（千円）

貯蔵品

クオカード 295

その他 393

合計 689

相手先 金額（千円）

千葉市 36,401

株式会社ワイシーエス 7,738

イワナホーム有限会社 6,422

株式会社日進プランニング 3,366

株式会社ハウジングステーション 2,850

その他 9,637

合計 66,416

品目 金額（千円）

投資有価証券

その他有価証券

　ブレイブ少額短期保険株式会社　新株予約権 62,696

合計 62,696

相手先 金額（千円）

ダイオーミウラ株式会社 90,514

株式会社アト 19,231

株式会社リビングプロシード 5,358

タイヘイ株式会社 3,703

株式会社明光企画 1,689

その他 26,658

合計 147,157

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

ハ．配布品

ニ．仕掛品

ホ．貯蔵品

ヘ．敷金及び保証金

ト．投資有価証券

②　負債の部
イ．買掛金
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相手先 金額（千円）

従業員（給与） 76,755

ポスメイト（配布業務委託料） 62,727

船橋社会保険事務所 12,691

有限会社ノブオ運送 8,370

東京広告業健康保険組合 7,013

その他 29,427

合計 196,986

ロ．未払金

ハ．退職給付引当金

退職給付引当金は、170,907千円であり、その内容については「１　財務諸表等　（1）財務諸表　注記事項

（退職給付関係）」に記載しております。

（累計期間） 中間会計期間 当事業年度

売上高（千円） 1,526,101 3,153,453

税引前中間（当期）純利益（千円） 6,250 45,938

中間（当期）純利益（千円） 4,182 41,336

１株当たり中間（当期）純利益（千円） 0.55 5.52

（３）【その他】

当事業年度における半期情報等

（注）１．当社は第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成し

ておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。

　　　２．2025年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。１株当たり中間（当期）純

利益は、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し算定しております。
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事業年度 ９月１日から８月31日まで

定時株主総会 11月中

基準日 ８月31日

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して

行います。なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとお

りであります。http://chiikinews.co.jp

株主に対する特典

保有株式数 優待内容

100～999株

①「ちいきの逸品」で利用可能な割引券（１万円以上購入で

3,000円引）×３枚

②千葉県を中心に全10店舗で使える割引券（総額１万円分）

1,000株以上

①「ちいきの逸品」で利用可能な割引券（１万円以上購入で

5,000円引）×３枚

②千葉県を中心に全10店舗で使える割引券（総額１万円分）

③ジェフ市原・千葉ピッチ内練習見学付き観戦チケット

　※抽選で10組20名様

１．対象となる株主様

毎年２月末（当社中間期末）、８月末（当社期末）時点の株主名簿に記載又は

記録された、１単元（100 株）以上の当社株式を保有されている株主の方が対

象となります。

２．優待内容

※ジェフユナイテッド市原・千葉のピッチ内練習見学付き試合観戦ご招待について

は、2025年８月末時点で10単元（1,000株）以上の当社株式を保有されている株

主様が対象となります。2026年２月末以降の基準日に関する優待制度において

は、現時点では未定となっております。今後の内容変更や継続の有無につきまし

ては、決定次第速やかにお知らせいたします。

３．贈呈時期

毎年８月末時点で対象となる株主様へは、毎年11月に実施予定の定時株主総会

招集通知に同封し発送いたします。毎年２月末時点で対象となる株主様へは、

４月頃の郵送を予定しております。

◆「ちいきの逸品」とは

地域には生産者の方々の「想い」が詰まった逸品が数多く存在します。ちいき

新聞の発行で培った取材力を生かし、どのような想いで商品が作られたのかと

いうストーリーを丁寧に発信した ECサイトを当社では運営しております。

https://mart.chiicomi.com/

第６【提出会社の株式事務の概要】
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第40期）（自　2023年９月１日　至　2024年８月31日）2024年11月27日関東財務局長に提出。

(2）内部統制報告書及びその添付書類

　2024年11月27日関東財務局長に提出。

(3）半期報告書及び確認書

　第41期中（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）2025年４月10日関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書

　2024年９月20日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。

　2024年10月17日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（ストックオプション制度に伴う新株予約権発行）

の規定に基づく臨時報告書であります。

　2024年11月18日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。

　2024年11月27日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

く臨時報告書であります。

2025年７月11日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨

時報告書であります。

2025年11月20日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨

時報告書であります。

(5）訂正臨時報告書

　2024年11月15日関東財務局長に提出。

2024年10月17日提出の臨時報告書（ストックオプション制度に伴う新株予約権発行）に係る訂正報告書でありま

す。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年11月26日

株式会社地域新聞社

取締役会　御中

三優監査法人

東京事務所

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 川村　啓文

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 高島　知治

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社地域新聞社の2024年９月１日から2025年８月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に

ついて監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

地域新聞社の2025年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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繰延税金資産の回収可能性の判断に利用された事業計画

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、当事業年度末における貸借対照表に繰延税金

資産18,996千円を計上している。【注記事項】（重要な

会計上の見積り）繰延税金資産の回収可能性に関する見

積りに記載されているとおり、繰延税金資産は、課税所

得の金額等を見積り、当事業年度における将来減算一時

差異のうち回収可能と判断した額を計上しています。

　翌事業年度の課税所得の基礎となる税引前当期純利益

は、新聞等発行事業の「ちいき新聞」及び折込チラシ配

布事業の売上件数及び売上件数当たりの販売単価を主要

な仮定としている。これらの主要な仮定は、繰延税金資

産の回収可能性の判断に重要な影響を及ぼすが、主要な

仮定には経営者の判断が含まれ、見積りの不確実性を伴

う。

　当監査法人は経営者による繰延税金資産の回収可能性

の判断に利用された事業計画における主要な仮定の適切

性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であ

り、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断し

た。

　当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能

性に利用された事業計画における主要な仮定の適切性を

評価するため、主として以下の監査手続を実施した。

・過年度の繰延税金資産の計上に際して利用された事業

計画と実績を比較し、事業計画の精度を検討した。

・繰延税金資産の回収可能性の判断に利用された事業計

画について取締役会において承認された 事を確認し

た。

・新聞等発行事業の「ちいき新聞」の売上高の基礎とな

る売上件数及び件数当たり売上単価は、過去の実績推

移と比較し適切性を評価した。

・折込チラシ配布事業の売上高の基礎となる売上件数及

び件数当たり売上単価は、過去の実績推移と比較し適

切性を評価した。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報

告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社地域新聞社の2025年

８月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社地域新聞社が2025年８月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業

務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載さ

れている。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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